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１ 基本的な事項   

（１）あさぎり町の概況 

 ア  自然的、歴史的、社会的、経済的諸条件の概要 

 

 （位置及び地勢） 

   あさぎり町は、熊本県の南部、球磨盆地の中央部にあり、熊本市から約 105km、

人吉市から約 15km の距離に位置しています。東は多良木町、南は宮崎県えび

の市及び小林市、西は錦町、北は相良村に接しています。また、町の面積は

159.56 ㎢で、南北 22.5km、東西 11.2km の楕円形のような形状をしています。 

   地形的には、球磨川が中央部を流れる盆地部分と、これを囲む白髪岳、黒原

山などの山間地域からなり、地目別土地利用の状況は約 18％が農地、約 66%

が森林となっています。 

 

 （気象条件） 

   気候は、１年を通じ比較的温暖多雨ですが、周囲を山に囲まれているため寒

暖の差が大きい内陸的気候となっています。そのため、例年、10 月下旬から

11 月上旬頃に初霜が、４月下旬頃に晩霜が見られるなど冬の間は寒い日が多

く、また、晩秋から冬にかけて盆地特有の霧が発生するため、晴れの日にもか

かわらず午前中、太陽が隠れていることも珍しくありません。 

 

 （沿革） 

   本町は、平成 15 年４月１日に旧熊本県球磨郡上村、免田町、岡原村、須恵

村及び深田村の中球磨５町村が合併し発足しました。 

   中球磨地域の歴史は古く、約 11 万年前の石器が発見されているとともに、

約２万数千年前には人が定住し、弥生時代には既に農耕社会が形成されていた

といわれています。 

   また、鎌倉時代の建久９年（1198 年）に、地頭として相良氏が入荘し、以

後 35 代、明治維新まで 670 年間にわたり比較的安定した統治がなされていま

した。このため、九州でも独特の文化圏が形成されるとともに、平安期に至る

までの貴重な文化遺産が数多く残されています。 

   こうした歴史的条件に加え、経済的、社会的にもつながりの強い旧中球磨５

町村は住民の交流も盛んであり、生活面においても強い結びつきがありました。

また、行政レベルでも農業や消防等の事業を共同で実施するなど一体となって

広域行政に取り組んできました。 

合併に関しては、昭和 29 年から 31 年にかけてのいわゆる昭和の大合併時に

も５町村での合併協議が進められましたが、最終的に協議が不調に終わり見送

られた経緯があります。しかしながら、少子・高齢化の進展や多様化する行政

ニーズへの対応等から平成８年 10 月の中球磨地域広域行政懇話会の発足を契

機に再び合併協議が進められ、約６年半の検討、協議期間を経て、平成 15 年

４月１日からあさぎり町として新たな町づくりに取り組むこととなりました。 

 



- 5 - 

 

（社会的、経済的諸条件） 

   本町の主要な交通基盤では、町中心部を国道 219 号が横断するとともに、こ

れと平行する形で２本の県道と球磨地区広域営農団地農道が走っています。そ

のほか、人吉市と湯前町を結ぶ第三セクターのくま川鉄道が町中心部を通り、

町内には３つの駅が設けられていますが、令和２年７月豪雨災害の影響により、

被災以降部分運行している状況です。また、九州縦貫自動車道や主要国道等の

整備が進んだことにより、県都・熊本市まで約１時間 30 分で結ばれるなど交

流・生活圏が大きく拡大しました。 

  しかしながら、生活圏の拡大や近隣市町村への大型店舗の進出などにより中心

市街地における商業機能の空洞化が進んでおり、商業機能の再構築が大きな課

題となっています。 

   一方、農業分野では、土地改良事業をはじめ農業基盤整備が進展したことに

より農業生産性も大きく向上しましたが、担い手の高齢化や減少、農産物の輸

入自由化に伴う競争力の低下などの大きな課題を抱えています。   

 

イ  あさぎり町における過疎の状況 

   昭和 35 年から令和 2 年までの 60 年間の人口減少率は 38.5%にも及び急速に

過疎化が進行しています。また、人口の構成では、０歳から 14 歳までの若年

者人口が 7,105 人の減少となる一方で、65 歳以上の高齢者人口は 4,161 人の

増加となるなど少子・高齢化がますます深刻化しています。 

   合併前の５町村のうち旧免田町を除く４村が過疎地域の指定を受け、これま

でそれぞれの過疎地域自立促進計画に基づき諸施策を実施してきましたが、長

引く景気の低迷とも相まって雇用の場を確保することが難しく、若年者層の人

口流出に歯止めがかからない状況にあります。 

   今後は、豊かな地域資源や域内の人材、自然環境、歴史・文化遺産等を活か

した取組みにより、地域外からの関係人口の拡大を図り、多様性に富む人材と

の交流を深め、地域資源と人材の潜在能力を顕在化し、地域の付加価値を高め

ていくことが重要です。スマート農業の導入による農業イノベーションのみな

らず、経営指導による経営改善の取り組みにより、農業をはじめとしたあらゆ

る産業の働き方改革に取り組むとともに新たな稼ぐ仕組みづくりを構築し、持

続的発展が可能な魅力あるまちづくりを進めていく必要があります。 

 

ウ  あさぎり町の社会経済的発展の方向の概要 

   本町の基幹産業の一つである農林業については、近年、担い手の高齢化と減

少に加え農産物の自由化や国産材の需要減少・価格の低迷など多くの課題を抱

えており、環境変化に対応した新たな展開が求められています。 

   また、商工業についても担い手の高齢化・後継者不足や、郊外における大型

店の進出の影響を受ける中で、中心市街地への集客を目的としたイベント開催

も感染症や物価高騰の影響を受け、販売も伸び悩み、店舗及び飲食店等の経営

も未だ厳しい状況が強いられています。今後は、株式会社あさぎり商社を核と

し、多様な消費者ニーズに対応した商品開発やサービスが提供できるよう６次
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産業化を進め、地域資源を生かした高付加価値の商品を開発し、販路の拡大を

目指す取り組みが求められています。 

   本町の農業をはじめ、林業、商工業等の地域産業における担い手不足を解消

するために「あさぎり地域づくり協同組合」を設立しており、多様な人材を確

保するとともに、事業を承継するための後継者を育成します。 

 

（２）人口及び産業の推移と動向 

   本町の人口（令和 7 年 3 月 31 日）は、13,887 人、世帯数は 5,760 戸ですが、

昭和 35 年から令和 2 年までの 60 年間で 9,180 人の減少となっています。特に

合併前に過疎地域の指定を受けていた旧４村の人口減少が著しく、町全体の増

減率と比較して 6.3 ポイントも高い減少率となっています。 

   また、年齢階級別では若年層の減少が著しい一方で、高齢者人口は年々増加

し、人口に占める高齢者の割合は 38.3％と県平均よりも 7.2 ポイント、全国

平均よりも 9.5 ポイント上回り高齢化が著しく進行しています。 

   産業別の就業人口では、町の基幹産業の一つである第一次産業の就業人口比

率が年々低下してきており、昭和 35 年から令和 2 年の 60 年間で 44.5 ポイン

トの大幅な減少となっています。特に近年では担い手の高齢化や減少など多く

の課題を抱え、今後、ますますその比重が低下することが予想されています。 

   また、第二次産業は増加傾向を示していましたが、長引く景気の低迷により

平成７年から減少に転じ、その一方で、第三次産業は年々増加しており、令和

2 年では 54.4%と半分以上を占めています。
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表１－１（１） 人口の推移（国勢調査） 

区 分 
昭和 35 年 昭和 50 年 平成２年 平成 17 年 平成 27 年 

実数 実数 増 減 率 実数 増 減 率 実数 増 減 率 実数 増 減 率 

総 数 
人  

23,856 

人  

19,141 

％  

△ 19.8 

人  

18,967 

％  

△ 0.9 

人  

17,300 

％  

△ 8.8 

人  

15,523 

％  

△

10.3 

0 歳 ～ 14 歳  9,041 4,734 △ 47.6 4,039 △ 14.7 2,624 △ 35.0 2,165 △

17.5 

15 歳 ～ 64 歳  13,343 12,313 △ 7.7 11,759 △ 4.5 9,816 △ 16.5 7,995 △

18.6 

 
  

うち 15 歳～ 
29 歳(a)  

 

5,082 

 

3,815 

 

△ 24.9 

 

2,718 

 

△ 28.8 

 

2,300 

 

△ 15.4 

 

1,532 

 

△

33.4 

65 歳以上(b) 1,472 2,094 42.3 3,169 51.3 4,860 53.4 5,358 10.2 

(a)/ 総
数 
若年者比率 

％  

21.3 

％  

19.9 
－  

％  

14.3 －  

％  

13.3 －  
％  

9.9 
－  

(b)/ 総
数 
高齢者比率 

％  

6.2 

％  

10.9 －  

％  

16.7 －  

％  

28.1 －  

％  

34.5 －  

 

区 分 
令和 2 年 

実数 増 減 率 

総 数 
人  

14,676 

％  

△ 5.5 

0 歳 ～ 14 歳  1,936 △ 10.6 

15 歳 ～ 64 歳  7,082 △ 11.4 

 
  

うち 15 歳～ 
29 歳(a) 

 

1,313 

 

△ 14.2 

65 歳以上(b) 5,633 5.1 

(a)/ 総
数 
若年者比率 

％  

8.9 
－  

(b)/ 総
数 
高齢者比率 

％  

38.3 －  
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表１－１（３）産業別人口の動向（国勢調査） 

区  分  
昭 和 3 5 年 昭和 40 年  昭和 45 年  昭和 50 年  昭和 55 年  昭和 60 年  

実数  実数  増 減 率 実数  増 減 率 実数  増減率 実数  増 減 率 実数  増 減 率 

総 数 
人  

10,977 

人  

10,220 

％  

△ 6.9 

人  

10,074 

％  

△

1.4 

人  

9,568 

％  

△

5.0 

人  

1 0, 0 4 7 

％  

5.0 

人  

9,902 

％  

△

1.4 

第一次産業 
就業人口比率 

％  

66.8 

％  

61.5 
－ 

％  

55.7 
－ 

％  

46.6 
－  

％  

38.6 
－  

％  

34.7 
－  

第二次産業 
就業人口比率 

％  

11.9 

％  

14.7 
－ 

％  

17.4 
－ 

％  

22.0 
－  

％  

25.9 
－  

％  

28.4 
－  

第三次産業 
就業人口比率 

％  

21.3 

％  

23.8 
－ 

％  

26.9 
－ 

％  

31.4 
－  

％  

35.5 
－  

％  

36.9 
－  

 
 

区 分 
平成２年 平成７年 平成 12 年 平成 17 年 平成 22 年 

実数 増 減 率 実数 増 減 率 実数 増 減 率 実数 増 減 率 実数 増 減 率 

総 数 
人  

9,634 

％  

△ 2.7 

人  

9,387 

％  

△ 2.6 

人  

9,018 

％  

△ 3.9 

人  

8,729 

％  

△ 3.2 

人  

8,193 

％  

△ 6.1 

第一次産業 
就業人口比率 

％  

30.4 
－  

％  

27.5 
－  

％  

24.7 
－  

％  

24.4 
－  

％  

24.0 
－  

第二次産業 
就業人口比率 

％  

31.5 
－  

％  

29.5 
－  

％  

29.2 
－  

％  

24.5 
－  

％  

22.1 
－  

第三次産業 
就業人口比率 

％  

38.1 
－  

％  

43.0 
－  

％  

46.1 
－  

％  

51.1 
－  

％  

53.7 
－  

 

区 分 
平成 27 年 令和 2 年 

実数 増 減 率 実数 増 減 率 

総 数 
人  

7,797 

％  

△ 4.9 

人  

7,633 

％  

△ 4.9 

第一次産業 
就業人口比率 

％  

22.9 
－  

％  

22.3 
－  

第二次産業 
就業人口比率 

％  

22.6 
－  

％  

23.3 
－  

第三次産業 
就業人口比率 

％  

54.5 
－  

％  

54.4 
－  
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表１－１（２） 人口の見通し 

年 平成 27 年 令和 2 年 令和 7 年 令和 12 年 

総人口 
人 

15,523 
割合 

人 

14,676 
割合 

人 

13,576 
割合 

人 

12,495 
割合 

年少人口 

(0～14 歳) 

人 

2,165 

% 

13.9 

人  

1,936 

% 

13.2 

人  

1,683 

% 

12.3 

人  

1,540 

% 

12.3 

生産年齢

人口(15 歳

～64 歳) 

人 

7,995 

% 

51.5 

人  

7,082 

% 

48.3 

人  

6,298 

% 

46.4 

人  

5,643 

% 

45.1 

老年人口

(65 歳以

上) 

人 

5,358 

% 

34.5 

人  

5,633 

% 

38.3 

人  

5,595 

% 

41.2 

人  

5,312 

% 

42.5 

 

※第 3 期あさぎり町総合戦略策定基礎資料「あさぎり町人口ビジョン検証報告書」

(令和 6 年 1 月策定分)より 
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（３）行財政の状況 

 ア  行政の状況 

近年の社会・経済情勢の変化や人々の価値観の多様化が進む一方で、地方分

権の進展により最も住民に身近な行政として市町村の果たすべき役割はます

ます重要となってきています。 

国が進める電子自治体に伴う自治体のデジタル化においては、業務効率化を

図り、多様性かつ高度化する住民のニーズに対応した質の高い行政サービスを

提供するうえで、貧困など格差をうまない行政体制を整備することが求められ

ています。 

   本町の行政組織（令和 7 年 4 月 1 日現在）は、町長部局 13 課、教育委員会、

農業委員会事務局及び議会事務局（監査事務局及び選挙管理委員会の事務職員

は町長部局等の職員が兼務）で構成されています。また、合併時の職員数 289

名（特別職、嘱託及び臨時職員を除く。）から、定員管理に努めた結果、179

名（令和 7 年 4 月 1 日現在）となっています。 

国が指標として示す類似団体別職員数による適正定員 183 名は既に満たし

ていますが、今後も適正な定員管理を実行し、組織の適正化に努めます。  

 

イ  財政の状況 

本町における町税や使用料などの自主財源の割合は、歳入全体の 25％を占

めています。残りの 75％は、地方交付税、国・県支出金及び地方債などの依

存財源であり、国の地方財政計画によって財政運営が大きく左右される状況に

あります。 

  令和 6 年度決算における財政状況を令和 2 年度と比較すると、公債費負担比

率は 0.3 ポイント減少しました。一方で、地方債現在高は 1,421,304 千円増加

しています。また、財政の硬直性を示す経常収支比率は 4.6 ポイント上昇し、

90.4％となりました。 

  財政構造の改革においては、持続可能な財政運営を実現するため、町税や使

用料などの徴収体制の強化に努め、税外収入の確保や有利な特定財源の活用を

通じて歳入の確保を図ります。同時に、施策の選択と集中を進め、歳入額に見

合う歳出額となるよう予算規模の適正化に努めます。これにより、将来予測さ

れる一般財源の減少や急速な社会経済情勢の変化に対応し、安定した財政基盤

の構築を目指します。 

  さらに、各財政指標の改善は見られるものの、公共施設等総合管理計画に基

づく施設の更新、統廃合、長寿命化への対応により、公債費の増加が見込まれ

ます。そのため、今後も事務事業の見直しを継続し、財源の重点的な配分に努

めていく必要があります。 
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表１－２（１）市町村財政の状況 

（単位：千円） 

区  分  平成 27 年度 令和元年度 令和 6 年度 

歳入総額Ａ 10,861,346 11,552,256 14,411,445 

  一般財源 6,993,384 7,021,757 7,021,757  
国庫支出金 1,227,586 2,170,753 2,170,753  
都道府県支出

金 

869,707 1,120,053 1,120,053 

 
地方債 555,900 1,658,400 1,658,400  
うち過疎債  16,800 517,800 517,800  
その他 1,214,769 2,440,482 2,440,482 

歳出総額Ｂ 10,055,305 10,899,534 13,323,057 

  義務的経費 5,004,949 5,034,906 5,034,906  
投資的経費 986,639 3,035,249 3,035,249  
うち普通建設事

業  
985,837 2,540,145 2,540,145 

 
その他 3,349,362 5,252,902 5,252,902  
過疎対策事業

費 

714,355 572,279 572,279 

歳入歳出差引額Ｃ（Ａ

―Ｂ）  
806,041 652,722 1,088,388 

翌年度へ繰り越すべき財源

Ｄ  
102,308 34,742 292,727 

- 703,733 617,980 795,661 

財政力指数 0.22 0.23 0.24 

公債費負担比率 16.0 15.4 15.8 

実質公債費比率 11.0 8.3 8.4 

起債制限比率 － － －  

経常収支比率 84.2 88.9 90.4 

将来負担比率 36.2 －  －  

地方債現在高 11,053,124 10,416,990 11,957,571 

 

ウ  施設整備の状況 

  本町の主要公共施設等の整備状況は次の表のとおりです。これまで過疎対策

事業等により計画的に施設整備を進めてきたことにより整備状況も大幅に改

善しました。 

  しかしながら、令和２年７月豪雨災害以降は、山間部に位置する水道施設の

被災頻度が高まっており、住民の生活に不安を与えているため、良質かつ安定

供給を目的とした災害に強い水道施設の整備を進めています。 

  また、生活環境に対する住民の関心の高まりや、市町村道などの整備と併せ

て上下水道など生活に身近な施設の維持管理に努めていきます。 



- 12 - 

 

表１－２（２）主要公共施設等の整備状況 
区  分  昭和 55

年度末  
平成 2 年

度末  

平成 12

年度末  

平成 22

年度末  

令和元

年度末  

市町村道 改良率（％） －  75.4 81.1 77.6 78.0 

舗装率（％） －  75.3 77.4 81.9 83.0 

農   道  延長(m) 
  

12,180 9,776 10,147 

耕地 1ha 当たり農道延長 (m) －  28.4 4 ―  －  

林   道  延長(m) 
  

116,938 118,907 118,907 

林野 1ha 当たり林道延長 (m) 9 11.3 11 ―  －  

水道普及率（％） －  －  94 93.5 94.2 

水洗化率（％） －  －  49.4 68.1 84.7 

人 口 千 人 当 た り 病 院 、 診 療 所 の 病 床 数 （ 床 ）  8.2 3.9 2.7 3.1 3.6 

 

（４）地域の持続的発展の基本方針 

   本町では、第 2 次あさぎり町総合計画の将来像を基礎として、10 年後のあ

りたい姿を「人が集い 支えあう 未来へつなぐ あさぎり町」と設定した「第

3 次あさぎり町総合計画」を令和 6 年 3 月に策定しました。同時に、第 2 期総

合戦略の総括を実施し「あさぎり町デジタル田園都市構想総合戦略」（以下「第

3 期総合戦略」という。）を策定し、「人が集うまち」「支えあうまち」「未来へ

つなぐまち」を基本目標に定め、持続的発展の基本方針としています。 

 

ア  分野ごとの基本的施策の方向 

本町の 10 年後のありたい姿を実現するため、次の 3 つの基本目標をもとに

施策を展開します。 

①  人が集うまち 

・長い間人口の社会減が続いている本町の現状を踏まえ、求人情報や移住定

住関連の情報発信等を行うほか、若い世代の希望に沿った職場づくりや創業

支援に取り組むことで、転出の抑制と転入の促進を図ります。 

・デジタルを活用して町の魅力を発信するとともに、共創による地域課題の

解決に取り組み、交流人口・関係人口の創出・拡大に努めます。 

・公園や交流拠点など、地域の人が集まって余暇を楽しむことができる場を

つくることで、魅力のあるまちづくりを進めます。 

・出会いの場の創出のほか、子育て環境や教育環境を整備することで、子育

て世代が「住みたい、住み続けたい」と思えるまちを目指します。 

②  支えあうまち 

・住民が安心して長く住み続けるためには、高齢になっても元気に暮らせる

こと、安心・安全に住み続けられることが欠かせません。そこに暮らすこと

で健幸になれる「スマートウエルネスシティ」に取り組むことで、住民の「健

康」と「幸せ」の実現に努めます。 

・すべての住民が生きがいを感じて生活するために、困ったときに相談でき

たり、住民同士の相互理解を深めたりする場を開設・維持など、社会的つな

がりの醸成を進めます。 
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・地域共生社会の実現に向けて、複雑・複合課題を抱えた世帯の支援体制整

備を進めます。 

・高齢者、障がい者など、様々な方が自分らしく生きることができるように、

多様な人材が活躍できる環境を整備します。 

・水道施設や交通環境の整備、防犯・防災対策の充実など、地域活性化のた

めの環境整備を進めます。 

③  未来へつなぐまち 

・人口流出防止と地場産業の活性化に向けて、生産性の向上等が期待できる

スマート農業、スマート林業などを推進し、産業の活性化を図ります。 

・農業者が持つ知識・経験・技術や関連する技術を電子データとして整理・

保存し、そのデータを AI ロボットの知能として活用する研究や、農業の魅力

発信、町内で生産される農作物のブランド化、地域資源を活用した新たな商

品の開発、経営者・先進技術者の育成などを行う「アグリバレー構想」とし

て推進します。 

・若者が町内の仕事に魅力を感じて、やりがいのある仕事と安定した収入の

確保ができるように、町内企業の改革や、若者の創業支援などを進めます。 

・デジタル技術の活用による様々な地域課題の解決を進めるため、その担い

手となるデジタル人材を確保・育成します。 

・農業・畜産業の力をフル活用した農村地域脱炭素モデルや、あさぎり町地

球温暖化対策実行計画（区域施策編）に関連した事業を推進します。 

・住民との協働によるまちづくりや官民連携・広域連携を強化し、持続可能

な地域社会の形成を目指します。 

 

（５）地域の持続的発展のための基本目標 

    地域の持続的発展の基本方針に基づき達成すべき計画全般に関わる基本目

標は、次のとおりです。 

評価指標 
目標値 

R7(基準 ) R8 R9 R10 R11 R12 

あさぎり町人口 
人 

13,887 

人  

13,635 

人  

13,383 

人  

13,131 

人  

12,879 

人  

12,627 

社会増減数 
人 

-54 

人  

-53 

人  

-51 

人  

-51 

人  

-50 

人  

-50 

※ただし、上記の人口において、住民基本台帳人口データの当該年度の分は 

前年度末となる 3 月 31 日現在のデータとなります。 

 

（６）計画の達成状況の評価に関する事項 

  本 計 画 に 基 づ き 実 施 す る 各 事 業 の 目 標 設 定 及 び 達 成 状 況 の 評 価 は 、 計 画

（Plan）、実行・運用（Do）、点検・評価（Check）、見直し（Action）を繰り

返して行う PDCA サイクルにより過疎対策の実効性を高めます。 

  なお、計画の達成状況の評価については、まちづくり審議会において、毎年

度検証します。 
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（７）計画期間 

   あさぎり町過疎地域持続的発展計画の計画期間は令和８年４月１日から令

和１３年３月３１日までの５か年間とします。 

 

（８）公共施設等総合管理計画との整合 

公共施設の整備や維持、管理などについては、公共施設等総合管理計画を策定し、公共施

設の現状や将来コストの試算を踏まえ、全体目標を設定しています。 

また、公共施設等総合管理計画の下位計画として、施設の分類ごとに個別の計画を策定し

ています。 

これらの各計画の方針と整合性を図りながら、必要な事業を適正に実施していきます。  

 

（９）SDGs の視点を取り入れた持続発展のまちづくり 

SDGs(エスディージーズ)は、「Sustainable Development Goals」(持続可能な

開発目標)の略称であり、その理念を「誰一人取り残さない」社会実現を目指す

こととし、平成 27(2015)年の国連サミットにおいて、全会一致により採択され

ました。貧困や飢餓、さらには気候変動や平和など広範な分野にわたって 2030

年を目標年限に 17 の目標が設定され、開発途上国のみならず先進国も含め、全

ての国や関係者の役割を重視し、経済・社会及び環境の 3 領域を不可分なものと

して調和させる統合的取り組みについて合意されています。 

   SDGs の理念は、本町の過疎地域持続的発展計画で示された基本方針等と重な

るものであり、過疎地域持続的発展計画を推進することで、SDGs 達成に向けた

取り組みを推進することとなります。 

今回の過疎地域持続的発展計画においては、事業内容ごとに SDGs の目標と関

連付け、SDGs 推進に取り組むこととしています。 
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２ 移住・定住・地域間交流の促進、人材育成 

 

（１）現況と問題点 

少子高齢化及び人口の流出により、町内の農林商工業等の産業活動や、地域

活動を担う人材不足が深刻化しており、地域の活力が減少することで、地域の

魅力も低下する負のスパイラルが生じています。 

新型コロナウイルス感染症の流行を機に都市部に住む人たちの地方移住へ

の関心が高まり、全国の自治体で様々な移住促進施策が実施される中、本町に

おいては、テレワーク施設の整備や、国のふるさとワーキングホリデーの活用、

地域おこし協力隊の受け入れなど、関係・移住・定住人口の増加に取り組んで

いるものの、人口の社会減の十分な抑制には繋がっていない状況となっていま

す。 

   関係・移住人口の創出を推進していくためには、本町独自の魅力を域外に向

けて積極的に情報発信していくことや、本町に関心を持った人が中～短期間滞

在できる環境の整備が必要となっています。 

また、町民との協働・共創を通じて、地域との関わりを深めながら町の活性

化を図る交流の拠点となる機能を形成することが重要です。 

 

（２）その対策 

○移住定住の促進 

   人口流出や物価高騰により町内の農林商工業等の産業活動が停滞している

現状を打破し、持続的に発展させるために必要となる人材の確保、及び育成が

不可欠となっています。人材の確保及び育成については、あさぎり地域づくり

協同組合が新たに立ち上げられ、町内の基幹産業である農業をはじめ、商工業

等の様々な産業の担い手として年間を通じた雇用を行うとともに、空き家等を

活用した移住・定住の環境整備の促進を図ります。 

○地域間交流による人材の確保及び育成 

   国内外を問わず地域外からの関係人口を増やし、多様な人材を確保及び育成

していくために必要となる中間支援組織として、あさぎり商社や新たな組織の

設立を目指します。このあさぎり商社の活動としては、地域おこし協力隊制度

や、地域内外とをつなぐために重要な橋渡し役を担う地域プロジェクトマネー

ジャー制度を活用し、地域内にある豊かな地域資源の活用や人材確保及び育成

を図り、地域主導型の内発的発展による「稼ぐ仕組みづくり」を構築し、持続

的発展が可能な地域経済の活性化を目指します。 

   また、あさぎり町テレワーク施設「ＡＬＯＴ」を拠点に地域コミュニティ活

動を推進し、地域内外の交流の活性化を図るほか、それらの活動にデジタル技

術を用いて情報発信することで、さらなる関係人口の増加や企業の参入を促し

ます。 
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評価指標 
目標値 

R7(基準 ) R8 R9 R10 R11 R12 

地域おこし協力隊

員及び OB・ OG 

在住者数 

人 

6 

人  

7 

人  

 7 

人  

8 

人  

8 

人  

9 

 

（３）計画(令和 8 年度～12 年度) 

持続的発展  

施策区分 

事業名 

(施設名) 

事業内容 実施主体  備考 

1  移 住 ・ 定

住・地域間交

流の促進、人

材育成  

 

(1)移住・定住 

 

 

(2) 地 域 間 交

流 

 

特定地域づくり事業協同組合制度 

空き家活用事業 

公共施設及び空き家等改修事業 

滞在拠点整備事業 

地域おこし協力隊制度 

地域プロジェクトマネージャー制度 

あさぎり町 

あさぎり町 

あさぎり町 

あさぎり町 

あさぎり町 

あさぎり町 

 

 

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

関連する公共施設の維持・管理などについては、公共施設等総合管理計画や

公共施設個別施設計画の方針に基づき、整合性を図りながら必要な事業を適正

に実施していきます。 



- 17 - 

 

３ 産業の振興 

     

     

（１）現況と問題点 

 ア  農業 

町の総面積に占める農地の割合は約 18％、総農家数 1,055 戸のうち販売農

家数 785 戸、そのうち 303 戸が専業農家となっており、農業は町の基幹産業の

一つとして重要な役割を担っています。 

 主な作物としては、水稲・麦・大豆などの土地利用型作物、葉タバコなどの

工芸作物、メロン・きゅうりなどの施設園芸、ミシマサイコなどの薬用作物、

肉用牛・酪農などの畜産となっています。 

   しかしながら、人口減少と少子高齢化はさらに急激に進むことが見込まれ、

農業従事者の高齢化と担い手不足の深刻化や、農地や森林の多面的機能の低下

による災害リスクの上昇など、環境の変化に対応した新しい取組が求められて

います。 

   また、企業の農業参入等の新しい農業の経営や、契約栽培などによる農産物

の流通についても大きく変化しており、食の安全志向など消費者ニーズも多様

化し、消費者が安心して求めることができる安全な農畜産物の提供と販売促進

に向けた取組も必要となっています。 

   最近では、脱炭素社会に向けた環境に負荷を与えない安全安心な農産物の栽

培についても注目を集めており、消費者ニーズに合った取り組みが必要となっ

ています。 

   また、鳥獣による農作物の被害も著しく、収穫量の減収や対策に要する費用

等で営農に悪影響を及ぼしています。 

   更に、地域の共同活動を支え、農地や水路、農道等を維持管理できる集落の

体制を支援するため、中山間地域等直接支払事業や多面的機能支払事業、環境

保全型農業直接支援事業へ積極的に取り組み、農業の多面的機能（国土保全、

水源涵養、景観形成等）の維持・発揮を図ることとしています。 

 

 イ  林業 

  町内の森林面積は、約 10,536ha で、町の総面積の約 66％を占めています。 

  また、その内訳は、国有林 2,383ha、民有林 8,153ha(うち町有林 3,288ha)

となっており、森林全体の約 8 割は民有林となっています。 

  なお、あさぎり町森林整備計画で定める民有林における重視すべき森林の機

能別面積は、木材生産林が 3,001ha、水源かん養林が 2,214ha、山地災害防止
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林が 2,153ha、保健文化林が 628ha、快適環境林が 8ha となっています（一部

重複しているものもあります）。 

  民有林のうち経済林である人工林は 5,306ha と森林面積の 65％を占めてい

ますが、私有林については長引く林業不況に伴い除・間伐の遅れが目立ってい

ます。 

  公有林は 5 年間の森林経営計画期間中に、植栽 11.77ha、除・間伐 486.2ha

等の経営計画に基づいた維持管理を実施してきており、今後も経営計画に基づ

いた適切な森林の維持管理を実施していきます。 

 鳥獣被害については、例年多く発生しており、防護柵での対策及び 1 年を通し

た駆除を行っていますが、あさぎり町単独による捕獲頭数にも限界があり、今

後近隣市町村との連携による効率的な被害防止を実施する必要があります。ま

た、捕獲隊従事者の高齢化に伴い、従事者が減少傾向にあるため、後継者の育

成及び新規従事者を確保していく必要があります。 

  一方、2,656ha の天然林は、水源かん養、災害防止、生活環境保全、保健文

化などの多面的機能を担っており、「森林と人との共生林」としての期待は大

きいものがあります。 

  森林の健全な育成のためには林業の活性化が必要であり、経営コストや採算

性など林業経営の向上に対する取組みが求められています。そのためには、安

定した給与体制・社会保障制度・退職金制度の充実と緑の雇用制度の活用が必

要です。 

  また、森林の持つ多様な機能、特性等を踏まえながら、これまで先人により

守り育てられた森林の豊かな恵みを確実に次の世代に引き継いでいく必要が

あります。地球温暖化による近年の降雨量の増加は林地からの土砂流出が課題

となっており、森林の保全の対策も必要です。 

 

ウ  商業 

   本町の商工業者の高齢化、後継者不足や物価高騰・インターネット通販の普

及等の影響により、地域の経済活動が低迷しており、今後も事業を継続できる

のか不透明な現状となっています。このような状況で、中心市街地においては

商店数も年々減少し、空洞化により買い物客の往来も減少傾向となってきてい

ます。 

   中心市街地の活性化を図るためには、あさぎり駅周辺の一体整備により、機

能の集約を進めながら、集客を目的とした駅周辺エリアを活用したイベントを

開催するなど、地域外から消費者を呼び込むための取り組みを、地域住民や地

域事業者と連携協力しながら実施し、魅力あるエリアを創出することが不可欠

となっています。 

 

エ  工業 

   地場産業は、住民サービスの提供や、雇用の確保など町民の豊かな生活を確

保するうえで重要な役割を担っており、本町の持続的発展を図るためには地場

産業の育成強化が不可欠となっています。しかし、物価高騰や後継者不足で廃
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業する事業者が年々増加しており、地域に必要な産業が失われることも考えら

れます。このことから、既存の事業承継だけではなく、都市部の人材をターゲ

ットとした事業承継の取り組みや創業の支援などを行い、新分野への進出が促

進される新たなビジネスモデルの構築や担い手の確保、及び育成が急務となっ

ています。 

  

オ  観光 

町内にある日本遺産に認定された寺社仏閣や、国内で唯一幸福と名がつくお

かどめ幸福駅、公園等の観光施設をはじめ、球磨川や白髪岳などの自然豊かな

地域資源や、貴重な花木の観光資源が存在していますが、近年の異常気象によ

る大規模災害の影響を受け、観光客などの貴重な移動交通手段であるくま川鉄

道が部分運行となるとともに、観光資源の磨き上げが図られていないことから

観光客の呼び込みも厳しい状況となっています。 

   また、観光資源となる神社仏閣等を管理運営する組織の高齢化や、人手不足

等の影響により、今後の管理運営のあり方についても検討が必要となっていま

す。これらの観光資源等を守り、持続的に発展させていくためにも地域内外の

支えあう仕組みづくりが必要となっています。   

 

カ  情報通信産業 

本町では、平成 21 年度に整備した光ファイバー通信基盤について、サービ

ス向上や行財政の効率化の観点から、令和６年４月に民営化を行いました。ま

た、地域情報通信基盤整備推進事業として新たな通信事業者の参入を促し、令

和７年度に第 2 の光ファイバー通信基盤の整備が完了しました。 

  一方で、地域全体でデジタル技術を活用する意識・技術を有する人材が不足

しており、整備された高速ブロードバンド通信環境が事業者や地域課題解決に

活かされている事例が少ないことが課題となっています。 

 

キ  農林商工連携による地域産業の振興 

本町には豊かな農林畜産物などの地域資源がありますが、農林業と商工業が

連携した生産・加工・流通・販売といったサプライチェーンが構築されておら

ず、個々の取り組みが一過性にとどまり、安定した供給体制となっておりませ

ん。 

また、高付加価値の農林畜産物加工品の開発やブラッシュアップにつきまし

ても、専門的な知識を有する人材が不足していることから、販路拡大に十分結

びついていない状況にあります。 

 

（２）その対策 

 ア  農業 

   国の農業政策の変化や消費者ニーズに対応した効率的かつ安定的な農業経

営の確立を図り、魅力ある農業・農村の振興に取り組みます。 

 (ア) 安定した農業所得の確保  
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農業の振興については PQC（価格、量、コスト）の更なる最適化による農業

従事者の所得向上を目指して「稼げる農業」を展開するとともに、農業・農村

の有する多面的機能（農地保全や水資源涵養など）を維持・発展をするため次

の８つの視点に立って取り組みます。 

○農業施設整備に伴う農家負担軽減による農業所得の確保 

農道や用排水路等の農業施設整備については、県営や団体営による農業農村 

整備事業を活用し、農業施設の軽微な修繕や施設の長寿命化についても、多面

的機能支払事業を用いることにより農家負担の軽減を図るとともに、農業所得

の確保を目指します。 

また、農地の大区画化に取り組み、大型機械の導入等による営農の効率化を  

図ります。 

○販売戦略の構築と環境保全型農業、脱炭素社会に向けた農業の推進による農業

所得の確保 

  環境にやさしい安心・安全をキャッチフレーズに、脱炭素による農業の推進

を図るため、化学肥料の減肥、減農薬、有機肥料活用などを進め、あさぎりブ

ランドの推進とともに消費者志向（安全・新鮮・本物・健康）に対応したみど

り認定農家の拡大により、地域の特性を活かした高品質で安全な農産物づくり

による販売戦略の構築と環境保全型農業の推進を図り農業所得の確保を促進

します。 

○土地利用型作物の作付による農業所得の確保 

  国、県、JA くま、及び関係市町村とも連携し、需要に応じた米・麦・大豆

の生産のため、認定農業者や新規認定就農者等への育成支援を行うとともに、

新規技術の導入や品質の向上を図ります。また、農地の大区画化による作業効

率の向上やスマート農業などの ICT 化による省力化により農業所得の確保を

促進します。 

○園芸作物等の栽培拡大による農業所得の確保 

  生産者の高齢化や主食用米需要の減少等による農業経営環境の変化に対応

するため、薬草や露地栽培作物等について新規農作物の開拓や栽培の振興拡大

を図り、企業や JA くま等と連携を行い、生産性の向上による産地の強化や持

続性のある生産組織の育成を図り、安定的な生産を確保し、農業所得の確保を

促進します。 

○畜産振興事業に伴う農家負担軽減による農業所得の確保 

  酪農・肉用牛・養豚等の畜種に応じた、優良家畜導入をはじめ、家畜増頭の

ための設備投資支援や、家畜防疫対策等を推進します。また、各種の支援体制

により農家の負担軽減を図り、農業所得の確保を促進します。 

○鳥獣被害の抑制による農業所得の確保 

  生息生育環境が大きく変化し、農作物に被害を与える野生鳥獣の増加が大き

な課題となっています。農地周辺荒地の環境整備が必要であり、有害鳥獣捕獲

隊の高齢化、担い手不足のため、農林業の従事者等による狩猟免許取得促進、

ICT による捕獲駆除を図ります。また、近隣市町村とも連携し、被害防止対策

を実施することにより農業所得の確保を促進します。 
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○薬草の産地化による持続可能な農業所得の確保 

  薬草の主要作物となっているミシマサイコをはじめ、乾姜やブドウ山椒など

当地域に適した薬草の試験栽培の取り組み、及び栽培技術の確立を図る生産団

体に対し、栽培面積の拡大のために汎用機械の改良・導入の支援を図ります。 

  また、産地化を定着させるため、生産された薬草の安定的出荷・高度加工処

理に不可欠となる加工所等の環境整備の充実を支援し、持続可能な農業所得の

確保を推進します。 

○中山間地域のネットワーク化とスマート農業の推進  

中山間地域等直接支払制度を活用し、共同取組活動とスマート農業を推進し  

ます。  

 

(イ ) 都市と農村の交流促進と流通・販売体制の確立 

  今後も持続的な発展を目指す農業経営を行うために、地域外との交流による

関係人口の増加を図り、消費者が求める農産物等の新たな販路開拓につなげ

るための知識やネットワークを生かし、地域資源の磨き上げや人材育成にも

取り組み、それぞれの個性を生かした地域主導による「内発的発展」を目指

すために次の 4 つの視点に立って取り組みます。 

○地域経済の活性化を推進するに当たり、多様性に富んだ人材を確保するため

地域外からの地域おこし協力隊や、地域プロジェクトマネージャー等を活用し、

農業から派生する地域産業の振興を実現するために必要となる専門知識や、ノ

ウハウを有する人材育成、及び確保に取り組みます。 

○地域経済の活性化を担う人材育成のため、地域内外の人材が集う拠点づくり

として、テレワーク施設の活用により関係人口の拡大による交流促進を図る

とともに、都市部における消費者ニーズのマーケテイング調査等にも取り組

みます。 

○消費者ニーズにマッチした小ロットで高付加価値を生む地域産品の開発や、

地域資源の特徴を生かした新たな商品、サービスの開発、販路開拓、6 次産

業化や農泊などを組み合わせた農業の複合経営、さらには各産業及び関係市

町村との連携により、若者による新たな担い手の確保及び人材育成を図りま

す。 

評価指標 
目標値 

R7(基準 ) R8 R9 R10 R11 R12 

耕作面積 

(水田) 

ha 

2,460 

ha 

2,450 

ha 

2,450 

ha 

2,440 

ha 

2,440 

ha 

2,430 

有害鳥獣捕獲頭数 

シカ 

頭 

1,000 

頭  

1,200 

頭  

1,200 

頭  

1,200 

頭  

1,200 

頭  

1,200 

イノシシ 
頭 

500 

頭  

600 

頭  

600 

頭  

600 

頭  

600 

頭  

600 

サル 
頭 

20 

頭  

40 

頭  

40 

頭  

40 

頭  

40 

頭  

40 
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○ICT や IoT によるデジタル化を活用し、過疎地域の条件不利性を改善すると

ともに、農業の働き方改革等により担い手不足の解消を目指すためにスマー

ト農業の推進や、関係市町村とも連携した鳥獣害対策を行い、地域資源を活

用した付加価値の高い商品開発にも取り組みます。 

 

 (ウ ) 高齢化する農村社会の再生 

少子高齢化が進展する中、集落における持続可能な営農活動ができるよう、

次の 5 つの視点に立って農村社会の再生に取り組みます。 

○経営支援体制の整備 

   南稜高校、JA くま、県農業普及・振興課、県農業研究センターなどの研究

指導機関と連携し、それらの機関の研究成果や技術力を町の農業振興に活かす

ための農業経営基盤強化支援体制の整備を進めます。 

   また、認定農業者への専門家による助言指導や法人設立活動の支援を行うと

ともに、意欲と能力のある人材が幅広く就農できるよう新規就農者への経営支

援などを行う。また、あさぎり町農業支援センター等を活用し、持続発展的な

営農推進体制の環境づくりに取り組みます。 

   さらに、農業の高収益化や生産団地の形成を進めるため、豊かな経営感覚を

持った農業生産法人の育成に積極的に取り組むとともに、地域計画を基本とし、

法人育成と併せて、雇用による大規模経営、技術や施設及び設備の高度化、農

業委員会や農地中間管理機構等と連携を図り、担い手への農地集積による効率

的な農業経営、農産物の加工・販売等による６次産業化については、他市町村

との情報共有を図りながら経営の多角化を推進します。 

 一方、高齢化に伴い、県内でも引退を考えるなど、後継者がいない農家が

半数近くあるというデータもあり、本町でも円滑な承継の仕組みづくりが課題

となっています。今後、くまもと農業経営継承支援センターなどと連携して、

高齢により経営移譲を希望する農家や、承継を望む就農者へのマッチングの支

援等を検討していきます。 

○農業生産法人の育成と支援 

   個人や営農生産組合、企業等の農業生産法人への育成・参入について支援し、

地域の実情に即した多様な担い手の確保を図ります。 

○農業女性組織活動支援 

   女性農業者の経営参画を進めるために、認定農業者女性の会等の農業女性グ

ループの学びの支援を行い、地域リーダーとして女性の持つ能力や役割を十分

に発揮できるための条件整備を図ります。 

○新規就農及び農業後継者組織活動支援 

   農業後継者組織活動支援に合わせて、県、JA くまなどと連携しながら小中

学生の農業体験学習等に取組み、子どもたちの農業に対する理解・関心を深め、

将来の担い手確保に努めるとともに、新規学卒就農、Ｕターン、Ｉターン、半

農半Ⅹによる新規就農者等の多様な農業者を確保するため、関係機関と連携の

下、就農者の受け入れ体制の条件整備を進めます。また、青年農業者クラブの
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活動支援を通じて、就農者の育成とその組織活動の強化を図ります。 

〇農業の担い手確保 

農業をはじめとする地域の産業を担う人材の確保については、あさぎり地域

づくり協同組合などにより、関係人口の増加を図り、多様性に富む人材を確保

し、年間を通じた雇用へ繋げます。 

  

イ  林業 

   森林の持つ多面的な機能が発揮できるよう適正な森林の整備と森林資源の

循環利用に努めるとともに、今後、更に効率的な森林施業の実施を図るため、

一定の地域内で複数の施業地を取りまとめて計画的・集約的な施業（集約化施

業）に努め、林業の健全な発展に取り組みます。 

   林業は、熟練した技術と体力が必要とされる職業です。林業振興基金（公財）

熊本県林業従事者育成基金や県が実施する「緑の雇用制度」等を活用し、林業

従事者の育成や地域林業の振興を図ります。 

（ア）森林の有する多面的な機能の発揮と森林整備の促進 

森林の持つ機能に着目しながら「水源涵養機能維持増進森林」「山地災害

防止/土壌保全機能維持増進森林」「快適環境機能維持増進森林」「保健文化

機能維持増進森林」「木材生産機能維持増進森林」の区分に応じて、それぞ

れの機能を最大限に発揮できるよう森林整備を進めます。 

   また、保安林等の森林については、他の用途への転用を抑制するなどその

機能保全に努めます。 

   計画的に除・間伐を繰り返すことにより長伐期の森林造成を目指し、広葉

樹との混交林を育成することで、多様な生態系の育成と森林保全に努めなが

ら、優良間伐材については、付加価値の高い素材としての収益が得られるよ

う加工所の新設などの支援を行います。 

   近年、著しく増加している鳥獣被害への対策については、近隣市町村との

広域連携を強化し、実効性のある捕獲事業を実施します。 

（イ）林業生産性の向上と林産物供給体制の整備 

    森林組合等の関係機関と連携協力しながら、施業の共同化、スマート林業

の推進等作業コストの削減を進めるとともに、生産・加工・流通において認

証材制度の導入等木材に付加価値をつけるなどの条件整備を計画的かつ総

合的に推進します。今後、更に効率的な森林施業の実施を図るため、一定の

地域内で複数の施業地を取りまとめて計画的・集約的な施業（集約化施業）

を実施し、産業としての林業の育成に取り組みます。 

    また、森林組合等と連携しながら、森林・林業に関する幅広い知識、高度

な技術、優れた経営感覚を持った担い手の確保と育成に取り組みます。 

    林業経営の合理化、作業効率の向上を図るため、利用の形態、自然環境の

保全等に留意しながら、地域再生計画等に基づいた林道整備や計画的な作業

道の整備を進めるとともに、適切な維持管理による通行の安全性を確保しま

す。さらには、利用されていない林地残材や天然林等の資源を活用した再生

可能なエネルギー源となる商品開発を目指します。 
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（ウ）森林の整備・保全に対する住民の意識の醸成 

森林の持つ多面的な機能に対する住民の理解を深めるとともに、森林利用

者が快適に散策などを行えるよう林内照度を確保するなど保健機能森林の

整備を促進します。 

   私有林については、森林整備の遅れが目立つものもあり、森林環境譲与税

を活用し、森林組合と連携した森林経営計画の確認と当該計画に基づく指導

助言等を行い、森林の持つ公益的機能を充分に発揮できるよう努めます。さ

らには、森林経営管理制度により、適切な経営管理が行われていない森林を

調査し、所有者同意のもと施業を行うことで、林業の成長産業化及び森林の

適切な管理の両立を図ります。 

   また、森林保全の重要性について、緑の少年団活動や広報等を通じて啓発

を行うとともに、森林保全の問題が、上流域だけでなく、下流域の住民との

連携が必要であることから、下流域の緑を育てる NPO 法人や市町村との連携

についても検討を行っていきます。 

（エ）J-クレジット創出によるカーボンオフセット 

   本町公有林の森林整備において間伐事業を行っています。間伐を実施する

ことで森林の二酸化炭素吸収量の増加が期待できることから、J-クレジット

創出に取り組み、市場等を通じ排出事業者に販売することで、日常生活や工

場などで排出される二酸化炭素を、間伐により整備された森林がつくる二酸

化炭素吸収効果で相殺する「カーボンオフセット」の実現に貢献できるよう

取り組みます。 

 

ウ  商業 

   魅力ある産業の創出に向けて、国や県、民間事業所と連携し、地域資源を活

かした新商品及びサービスの開発、ネット販売などの新たな販路開拓、作業効

率化による労働生産性の向上のためのデジタル化を活用した連携の仕組みづ

くりを目指します。 

   あさぎり駅前周辺の空間を有効活用するために、その空間を一体的に開発し、

意欲ある商業者の育成と支援を行いながら、官民連携による持続可能な駅前周

辺エリアの活用に取り組みます。 

   物価高騰の影響を受けている町内商工業者の経済を回復させるため、継続し

た消費を促進する商品券事業等にも取り組みます。 

 

エ  工業 

   地場産業の事業承継が厳しい状況の中、イノベーションを担う人材育成や、

産学官金及び関係市町村との連携による地域課題解決型の第二創業など新し

いビジネスチャンスの創出を図ります。そのために必要となるローカル 5G や、

ICT をはじめとした先端技術の導入により、働き方改革等を踏まえた人材確保

と育成により稼ぐ力の強化を図ります。 

   また、担い手を確保するために商工会や中小企業大学校における人材育成を

目的とした研修会等へ参加など、官民一体となって担い手の確保及び育成を支
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援します。 

 

オ  観光 

町内には貴重な寺社仏閣をはじめ、自然景観などの豊かな観光資源が多く点

在していますが、十分に活用されていない状況となっています。そこで、本町

を含めた周辺の 10 自治体で構成する球磨人吉地域の文化財等のストーリーが、

平成 27 年に日本遺産として認定を受け、新たに広域的な運営組織である人吉

球磨観光地域づくり協議会が平成 29 年度末に立ち上げられました。今後は、

広域的な観光資源の発掘・磨き上げ等により誘客促進を図ります。 

また、さらに誘客促進を図るために ICT などの先端技術を活用した情報発信

や、地方、自然などが重視される中でワーケーションなどの拠点整備に取り組

むとともに、地産地消をはじめとした食によるおもてなしの充実や、グリー

ン・ツーリズムに代表される都市部との交流人口や関係人口の拡大を図ること

で、持続可能な地域経済の発展を目指し、官民一体となった広域的な連携強化

に取り組みます。 

令和 2 年 7 月豪雨被害を受け、被災したくま川鉄道の全線運行再開後におけ

る誘客促進を図るため、おかどめ幸福駅及び岡留公園の観光資源としての磨き

上げ、駅を拠点として地域の観光資源等を巡るフットパスコースの整備や自転

車を利用して周遊できる観光コースの構築に向けて、地域住民とともに取り組

みます。 

 

評価指標 
目標値 

R7(基準 ) R8 R9 R10 R11 R12 

観光施設別 

入込客数 

(年末数値) 

人  

42,000 

人  

46,000 

人  

50,000 

人  

50,750 

人  

51,500 

人  

52,250 

(観光施設名:熊本クラウンゴルフ倶楽部、おかどめ幸福駅売店、谷水薬師) 

 

 カ  情報通信業 

   新たに整備された光ファイバー通信基盤及びテレワーク施設を、都市部から

の企業誘致及びサテライトオフィス設置を推進するための重要な要素として

位置づけ、積極的な情報発信を実施します。 

   また、町内事業者における DX 推進やスマート農業の普及・浸透を図るべく、

周辺市町村や関係機関と連携しながら、先端的な取組に関する情報提供やデジ

タル技術の導入支援を行います。 

 

キ  農林商工連携による地域産業の振興 

   町内における稼げる地域づくりプロジェクトの取り組みとして、本町の豊か

な農林水産物を活用した持続可能なビジネスモデルを構築するため、県及び民

間事業所とも連携し、地域の農林畜産業者や食品関連事業所、外部専門家等と

連携した新商品の開発や、商品の磨き上げ等による販売促進を図ります。 
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評価指標 
目標値 

R7(基準 ) R8 R9 R10 R11 R12 

 あさぎり商社の

インターネットに

おける販売額 

千円 

23,000 

千円 

24,000 

千円 

25,000 

千円 

26,000 

千円 

27,000 

千円 

28,000 

 

（３）計画(令和 8 年度～12 年度) 

持続的発展  

施策区分 

事業名 

(施設名) 

事業内容 実施主体  備考 

2 産 業 の振 興  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)基盤整備 

 農 業 

 

 

林  業 

 

 

(3) 経 営 近 代 化 施

設  

 農  業 

 

(7)商業 

 その他 

 

 

 

(8) 情 報 通 信 産

業 

 

(9) 観 光 又 は レ

クリエーション 

 

 

(10)過 疎 地 域 持

続 的 発 展 特 別 事

業 

 

 

 

 

(11)その他 

県営防災ダム事業（第二清願寺地区） 

団体営農業農村整備事業 

団体営農業農村整備事業 

団体営農業農村整備事業 

造林事業（除間伐・植栽） 

素材生産事業（伐採から搬出販売まで） 

加工事業(素材の付加価値を高める) 

施設園芸ハウス整備 

農業機械導入整備（経営体育成交付金

等） 

農業振興補助事業（共同利用機械等） 

商工会運営費補助 

店舗改装助成事業 

商店街路灯更新整備事業 

駅前再整備事業(ウォーカブルシティ) 

 

地方創生テレワーク交付金(企業の進出

支援金等) 

 

観光振興事業(観光資源の発掘・磨き上

げ、宣伝、PR による観光集客) 

観光施設の維持管理修繕等 

 

鳥獣被害防止総合対策事業 

個人用住宅新増築及びﾘﾌｫｰﾑ助成事業 

奨学金返還就労者支援事業補助金 

おまけ付き商品券発行事業費補助 

商工会イベント事業費補助 

販路開拓強化事業 

食と農のイベント開催 

商工コミュニティセンター改修事業 

熊本県 

百太郎溝 

幸野溝 

あさぎり町 

あさぎり町 

あさぎり町 

あさぎり町 

あさぎり町 

あさぎり町 

 

あさぎり町 

あさぎり町 

あさぎり町 

あさぎり町 

あさぎり町 

 

あさぎり町 

 

 

あさぎり町 

 

あさぎり町 

 

あさぎり町 

あさぎり町 

あさぎり町 

あさぎり町 

あさぎり町 

あさぎり町 

あさぎり町 

あさぎり町 
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農産加工センター改修事業 

定住促進センター改修事業 

旧上保健センター改修事業 

あさぎり町 

あさぎり町 

あさぎり町 

 

（４）産業振興促進事項 

ⅰ 産業振興促進区域及び振興すべき業種 

産業振興促進区域 業種 計画期間 備考 

あさぎり町全域 

製造業、旅館業、農

林水産物等販売業、

情報サービス業等 

令和８年４月１日～ 

令和１３年３月３１日 

 

 

ⅱ  当該業種の振興を促進するために行う事業の内容 

  上記の「３産業の振興」、「（２）その対策」及び「（３）計画」のとおり 

 

 ⅲ  他市町村との連携 

  産業振興の促進にあたっては、近隣自治体と連携しながら進めます。 

 

（５）公共施設等総合管理計画等との整合 

関連する公共施設の維持・管理などについては、公共施設等総合管理計画や公共施設個別

施設計画の方針に基づき、整合性を図りながら必要な事業を適正に実施していきます。 
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４ 地域における情報化 

 

（１）現況と問題点 

   少子高齢化や人口減少により働き手の減少が避けられない現在の社会情勢

においては、デジタル技術を活用して社会の諸活動を変革する DX（デジタル

トランスフォーメーション）が不可欠です。また、複雑化する社会問題を解決

し、新たな価値創造を生み出すために、IoT の推進と AI 技術の活用によるデ

ータ駆動型社会の実現が求められています。 

   本町においては、充実した光ファイバー網のもとで先端技術を活用した通信

環境を整備するとともに、デジタル技術を活用する人材の育成とデジタルリテ

ラシーの底上げが必要です。  

 

（２）その対策 

   本町における地域 DX・自治体 DX の更なる推進を図るべく、令和 6 年度から

令和 9 年度にかけて実施する施策をとりまとめた「あさぎり町地域 DX 推進計

画」を令和 6 年 3 月に策定しました。計画ではスマート農業の推進や施設予約

システムの刷新など町民が直接的な受益者となる施策、オンライン手続の推進

や公共料金支払い手段の多様化といった行政サービスのデジタル化に関する

施策、AI の活用による定型業務の自動化など行政事務の効率化に資する施策

の３つの観点で取り組むべき事項を整理しています。登録施策に設定されたロ

ードマップを着実に実行していくことで、地域全体のデジタル化を推し進めて

いきます。 

   また、気候変動により自然災害のリスクが高まっているなか、信頼できる情

報を確実に入手することのできる情報空間を整備することの重要性が高まっ

ています。SNS やスマホアプリを活用した情報発信を拡充するほか、防災ラジ

オやデジタル防災同報無線、地上デジタル放送難視聴対策を継続し、情報伝達

経路の多様化を図ることで、住民の安全確保に取り組みます。 

 

評価指標 
目標値 

R7(基準 ) R8 R9 R10 R11 R12 

光ブロードバンド 

サービス利用率 

% 

34.0 

% 

34.5 

% 

35.0 

% 

35.5 

% 

36.0 

% 

36.5 
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（３）計画 (令和８年度～１２年度) 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

(施設名) 

事業内容 実施主体  備考 

3 地域におけ

る情報化 

 

 

 

(1) 電 気 通 信 施

設等情報化のた

めの施設 

 防災行政用無

線施設 

 テレビジョン

放送等の難視

聴解消のため

の施設 

 ブロードバン

ド施設  

そ の 他 情 報 化

のための施設 

(2) 過 疎 地 域 持

続的発展特別事

業 

 情報化 

 

 

 

防災告知放送機器更新事業 

防災ラジオ更新事業 

地デジ難視聴地域解消支援事業 

 

 

 

公衆無線 LAN 機器整備事業 

 

 

 

 

 

 

スマホ教室 

 

 

 

あさぎり町 

あさぎり町 

あさぎり町 

 

 

 

あさぎり町 

 

 

 

 

 

 

あさぎり町 

 

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

関連する公共施設の維持・管理などについては、公共施設等総合管理計画や

公共施設個別施設計画の方針に基づき、整合性を図りながら必要な事業を適正

に実施していきます。 
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５ 交通施設の整備、交通手段の確保 

    

             

（１）現況と問題点 

   町内中央部を国道 219 号が東西に横断するとともに、これと平行して 2 本の

主要地方道と球磨地区広域営農団地農道が通っています。また、南北に主要地

方道多良木相良線と一般県道川瀬免田線など 4 本の県道が通っています。 

   町道の実延長（令和 6 年度末）は 475,665m で、近年の道路整備に伴い改良

率や舗装率、歩道整備率も向上しましたが、20 年以上経過した舗装路面のひ

び割れ及び陥没、50 年近く経過した橋りょうの初期段階での補修、各小中学

校の通学路整備と、子どもや高齢者等の交通弱者への交通安全対策の実施が急

務となっています。 

   近年、高齢者が自主的に運転免許証を返納することで、高齢者の移動手段が

限定的な状況となっており、あさぎり駅周辺の生活に必要な買い物や、医療機

関、金融機関、公共施設の集会スペースなど生活の利便性の高い中心部への移

動手段の確保と、高齢者や障がい者等が安心して利用できる歩道等の環境整備

が十分整っていない状況となっています。 

   また、地域産業の基盤整備の一環として農道や林道の整備も順次進めており、

実延長（令和 6 年度末）は農道が 10,147m、林道が 118,907m となっています。   

主な公共交通機関として、人吉市と湯前町を結ぶ第三セクターのくま川鉄道、

産交バスが運行する路線バスが中心部を通っていますが、くま川鉄道は令和２

年７月豪雨災害で線路や橋りょうが被災し、現在も一部区間で運休が続いてお

り、全線運行再開は令和 8 年度上半期と見込まれています。 

   産交バスが運行する路線バスが国道 219 号線と県道人吉水上線を運行して

いますが、乗客率の低迷から赤字路線の状況が続いています。 

   交通空白地解消に貢献しているデマンド交通事業は、乗降場が年々追加され

利便性が向上しているものの、乗り合い率の低迷が依然として課題となってい

ます。 

 

（２）その対策 

   道路交通網の整備は、住民の生活環境の向上や地域振興にとって欠かすこと

のできない重要な要素であることから今後も引き続き整備を進めていきます。

特に、国道や県道等の主要道路と町内幹線道路の連絡強化を進め、道路網を整

備することで住民の利便性の向上と均衡ある発展を図ります。 

   また、機能性だけでなく、街並みや景観等との調和にも配慮するとともに、
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歩道やカーブミラー等の交通安全施設を設置するなど、すべての人が利用しや

すいやさしい道づくりに取り組むとともに、道路機能の維持と道路利用者の安

全確保のため、老朽化した道路、橋りょう、施設等の適切な維持補修、防災、

国土強靭化の対策等を進めます。 

   本町においては、あさぎり駅周辺にあるスーパー、医療機関、金融機関、公

共施設の集会スペース等が集約された生活の利便性が高いコンパクトシティ

という好条件下にあり、中心部への移動手段としてデマンド交通が整備され、

今後は、高齢者や障がい者がより安全に利用できる歩道等の整備と、歩いて健

康づくりができるウォーカブルシティにも取り組みます。 

   さらに、農道や林道についても重要な産業基盤の一つであるとともに、地域

住民の貴重な生活道路にもなっていることから、維持管理、交通安全施設の整

備、橋りょうの補修、防災、国土強靭化の対策を進めます。 

   地域公共交通のあり方や利用者増への対策については、あさぎり町地域公共

交通会議や人吉球磨地域公共交通活性化協議会などと広域的に連携し、検討を

進めます。くま川鉄道の復旧については、先述のとおり、令和８年度上半期の

全線運行再開を目指し、復旧工事が進められています。 

また、地域内の移動手段の一つとして、脱炭素社会の実現に向けた環境にや

さしい自転車による移動を推進するため、道路に自転車通行帯を整備し、安全

に移動できる環境整備に取り組みます。 

   路線バスについては、くま川鉄道全線運行再開に伴い、町内だけでなく上球

磨地域とも連携し、デマンド交通をはじめとする広域的なコミュニティ交通の

検討を進めます。 

     デマンド交通事業に関しては、あさぎり町社会福祉協議会と連携しながら交

通空白地解消を目指します。 

 

 

評価指標 
目標値 

R7(基準 ) R8 R9 R10 R11 R12 

自転車道走行空間

整備(進捗率) 

全 12,397m 

27.5% 

3405 

30.7% 

3804 

33.9% 

4204 

37.1% 

4604 

40.4% 

5004 

43.6% 

5404 

 

 

評価指標 
目標値 

R7(基準 ) R8 R9 R10 R11 R12 

デマンド交通 

乗車人数 

人 

9,000 

人  

9,500 

人  

10,000 

人  

10,500 

人  

11,000 

人  

11,500 
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（３）計画 (令和８年度～１２年度) 

持続的発展  

施策区分 

事業名 

(施設名) 

事業内容 実施主体  備考 

4  交 通 手 段

の 整備 、交

通 手 段 の

確 保  

 

 

 

(1)市町村道 

 道路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宮床線(L=240m W=5.0m) 

江島田頭川線(L=320m W=9.25m) 

黒田古町線(L=1,200m W=9.25m) 

免田百太郎線(L=2,800m W=8.0m) 

今井中学校線(L=1,100m W=8.0m) 

東免田停車場線(L=1,200m W=9.25m) 

堂ノ下線(L=1,000m W=9.5) 

岡原免田線(L=1,100m W=9.0m) 

免田中央通り線（L=1,500m W=6.0m）  

久鹿二子線（L=200m W=9.0）  

免田駅前通り線（L=200m W=9.0m）  

茶屋西別府線(L=770m W=6.5m) 

岡留幸福駅通り線(L=72m、W=6.5m) 

茶屋西別府線(L=770m W=6.5m) 

岡留幸福駅通り線(L=72m、W=6.5m) 

池田身平線(L=24m、W=6.5m)岡留神 

川原田掛下線(L=435m、W=6.5m) 

岡留永才線(L=237m、W=6.5m) 

岡留神社取付線(L=72m、W=6.5m) 

立野線(L=200m)法面修繕 

狩所・寺下線（L=575m)法面修繕 

堂ノ下線(L=1,800m)舗装打換え 

上村岡原線(L=2,300m)舗装打換え 

須恵深田線(L=1,800m)舗装打換え 

岡原免田線(L=2,000m)舗装打換え 

環状線(L=2,400m)舗装打換え 

向町小島線(L=320m)舗装打換え 

向町小島２号線(L=370m)舗装打換え 

清水線(L=900m)舗装打換え 

塚脇線(L=700m)舗装打換え 

堂ノ下・堀之角線(L=600m）舗装打換え 

枝別府村線(L=300m)舗装打換え 

【自転車通行帯道路整備】 

免田川左岸ふれあい通り線(L=1,300m)

舗装打換え・矢羽根カラー表示 

免田川南線(4,025m)舗装打換え・矢羽

根カラー表示 

あさぎり町 

あさぎり町 

あさぎり町 

あさぎり町 

あさぎり町 

あさぎり町 

あさぎり町 

あさぎり町 

あさぎり町 

あさぎり町 

あさぎり町 

あさぎり町 

あさぎり町 

あさぎり町 

あさぎり町 

あさぎり町 

あさぎり町 

あさぎり町 

あさぎり町 

あさぎり町 

あさぎり町 

あさぎり町 

あさぎり町 

あさぎり町 

あさぎり町 

あさぎり町 

あさぎり町 

あさぎり町 

あさぎり町 

あさぎり町 

あさぎり町 

あさぎり町 

 

あさぎり町 

 

あさぎり町 
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橋りょう 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)林道 

 橋りょう 

 

 

 

 

 

 

塚之脇宮ノ下線(100m)舗装打換え・矢

羽根カラー表示 

新免田線(1,150m)舗装打換え・矢羽根

カラー表示 

薬師堂線(800m)舗装打換え・矢羽根カ

ラー表示 

岡原免田線(2,768m)舗装打換え・矢羽

根カラー表示 

東免田停車場線(1,198m)舗装打換え・

矢羽根カラー表示 

須恵中央線(1,056m)舗装打換え・矢羽

根カラー表示 

中島橋(L=168.0m) 

陣内橋(L=3.2m) 

城橋(L=5.0m) 

寺下橋(L=15.0m) 

上村橋(L=14.3m) 

立野山下橋(L=11.5m) 

榎田橋(L=2.7m) 

屯所橋(L=41.8m) 

柴田橋(L=20.9m) 

新別府橋(L=20.5m) 

第一木上橋(L=4.7m) 

石田橋(L=54.0m) 

銅山橋（L=7.5m）  

平山橋（L=9.4m）  

神座橋（L=18.1m）  

内門橋（L=9.4m）  

久鹿橋１（L=31m）  

久鹿橋２（L=7.7m）  

南清水橋（L=3.0m）  

柳田橋（L=7.2m）  

田中橋（L=46.5m）  

木面橋（榎田大川筋線）（L=10.64m）  

無名橋（榎田大川筋線）（L=5.00ｍ） 

追分橋（榎田大川筋線）（L=14.64ｍ） 

無名橋（権現谷線）（L=6.5ｍ） 

無名橋（宮川内線）（L=14.10ｍ） 

薬師谷橋（薬師谷線）（L=7.06ｍ） 

西平第二橋（西平線）（L=13.38ｍ  

無名橋（西平線）（L=6.10ｍ） 

あさぎり町 

 

あさぎり町 

 

あさぎり町 

 

あさぎり町 

 

あさぎり町 

 

あさぎり町 

 

あさぎり町 

あさぎり町 

あさぎり町 

あさぎり町 

あさぎり町 

あさぎり町 

あさぎり町 

あさぎり町 

あさぎり町 

あさぎり町 

あさぎり町 

あさぎり町 

あさぎり町 

あさぎり町 

あさぎり町 

あさぎり町 

あさぎり町 

あさぎり町 

あさぎり町 

あさぎり町 

あさぎり町 

あさぎり町 

あさぎり町 

あさぎり町 

あさぎり町 

あさぎり町 

あさぎり町 

あさぎり町 

あさぎり町 
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(5)鉄道施設等 

  鉄道施設 

(9) 過 疎 地 域

持続的発展特

別事業 

無名橋（西平線）（L=6.10ｍ） 

無名橋（大平線）（L=7.00ｍ） 

無名橋（大平線）（L=6.10ｍ） 

山神橋（黒原線）（L=10.78ｍ） 

（一社）くま川鉄道管理機構負担金 

 

くま川鉄道経営安定化補助金 

（一社）くま川鉄道管理機構負担金 

あさぎり町デマンド交通運行事業 

地方バス運行等特別対策補助事業 

 

あさぎり町 

あさぎり町 

あさぎり町 

あさぎり町 

あさぎり町 

 

あさぎり町 

あさぎり町 

あさぎり町 

あさぎり町 

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

関連する公共施設の維持・管理などについては、公共施設等総合管理計画や各関連計画の

方針に基づき、整合性を図りながら必要な事業を適正に実施していきます。 

【道路】 

   道路については、「舗装の個別施設計画」を令和７年１月に策定しています。同計画に基づ

き、サービス水準の維持を図るとともに、維持管理コストの最小化に努めます。 

【橋りょう】 

   橋りょうについては、「あさぎり町橋梁個別施設計画」を令和７年２月に改訂しています。 

同計画に基づき、橋りょうの長寿命化を図るとともに、維持管理コスト縮減を図ります。 

【林道】 

 林道については、補修履歴及び要望等の資料、また令和 6 年 12 月に改訂した「あさぎり

町林道施設長寿命化計画」に基づき、道路舗装や橋梁の劣化度合いを評価し、維持管理業務

を長期的視点により捉え、橋りょうの長寿命化を図るとともに、維持管理コストの最小化を

図ります。 
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６ 生活環境の整備 

   

（１）現況と問題点 

(水道事業対策) 

     水道事業は、１つの上水道事業に５つの簡易水道事業を統合し、平成２９

年度から上水道事業に１本化して経営を行っています。平成３０年４月には、

水道料金の改定を行い、経営改善に向けた取り組みを行っています。 

     また、平成２６年度に策定した「あさぎり町水道施設整備実施計画」に基

づき老朽管の更新事業を平成２７年度から実施しています。 

     しかし、計画策定から５年が経過し、須恵地区・岡原地区においては、井

戸の老朽化による取水量の低下など将来にわたり安定した供給が困難になっ

てきたため、令和元年度には「あさぎり町水道施設再編計画」を策定し、令

和３年度から須恵地区の整備に着手し令和６年５月に須恵送水ポンプ場がし

ゅん工しました。また、令和５年度から岡原地区の整備に着手し、令和８年

３月に岡原配水ポンプ場がしゅん工しました。これらの整備により須恵地区

（一部地域を除く）・岡原地区を吉井浄水場水系に統合したことで、４か所の

浄水場を廃止することが出来、今後の経費縮減も見込まれます。 

     令和７年度には、近年の大雨により発災の可能性が高い山間部に位置する

施設や、濁水による影響を受けやすい表流水を利用する施設については、良

質かつ安定供給の継続が困難なため、「あさぎり町（上地区）水道施設整備計

画」の策定に着手しています。 

  (下水道事業対策) 

   下水道事業は、河川環境に大きな影響を与える生活排水処理について、合併

浄化槽の設置等により環境保全に取り組んできましたが、平成５年度から球

磨川上流流域下水道関連特定環境保全公共下水道事業に着手し、平成 11 年度

にはその一部が供用開始されました。平成２８年度に管渠整備が完了し、整

備率は、全体計画面積 668.3ha の 100％を達成しています。今後は、令和 6 年

度末の汚水処理人口普及率 93.1％を引き上げていく必要があります。 

災害時の重要な拠点となる各庁舎や指定避難所、病院、介護や援助が必要

な災害時要援護者の避難拠点など人命の安全確保を図るため、優先度が高い

施設への水道施設や下水道施設等については、特に耐震性の向上を図る必要

があります。 

(ごみ処理対策) 

      可燃・不燃ごみ及びし尿処理については、人吉球磨地域の関係市町村で一部

事務組合として運営している広域行政組合において広域的に処理し、有価資源

物については収集運搬から分別を民間事業所に委託しています。 

      町内の家庭から排出されるごみの量は年々減少傾向となっておりますが、処

分に係る負担金は増加しております。燃油高騰や原材料価格上昇に伴い、ごみ
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処理施設の維持・管理経費が増加しているのも負担金増加の要因の一つと考え

られます。 

      生ごみについては、町内一部の行政区において、たい肥化事業に取り組んで

おりますが、家庭での水切りが不十分なため、たい肥化にかかる手間や、運搬

にかかる費用負担の増加など課題となっています。 

なお、令和７年度から開始した生ごみ処理容器等補助事業により、生ごみの

たい肥化事業を行っていない行政区においても、生ごみの衛生的な処理と可燃

ごみ量の減少が期待されます。 

     令和４年度にプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律が施行さ

れたことに伴い、本町では令和６年度より容器包装プラスチックを行政区毎

に民間事業者へ収集と保管を委託しています。保管された容器包装プラスチ

ックは（公財）日本容器包装リサイクル協会へ出荷され、再商品化されてい

ます。容器包装プラスチックの分別収集により可燃ごみに出されていたプラ

スチックごみは大幅な減少が図られています。また、プラスチック使用製品

については現在も可燃ごみとして排出されており、今後、資源有価物として

分別収集を行う必要があり課題となっています。 

不法投棄について年間を通じて環境美化監視員による巡回を行っています

が、場所によっては常態化しているところもあり、さらに監視を厳しく対応し

ていく必要があります。 

     また、毎年のように発生している自然災害による廃棄物の対応として、廃

棄物の仮置き場を選定していますが、整備されていない箇所があり事前に備

えておく必要があります。 

(公営住宅対策) 

   公営住宅については、現在、30 団地 397 戸（うち特定公共賃貸住宅 34 戸）

を管理運営していますが、このうち 21 団地 263 戸が建設から 30 年以上が経

過し、そのほとんどが耐用年数を超えるなど老朽化が著しく、修繕費の増加

など維持管理が年々増加しております。また、一世帯当たりの居住面積や質

的水準が近年の生活様式に適応していないことや高齢者や障がい者などに配

慮した設計になっていないため問題も生じています。 

(消防・防災対策) 

少子高齢化に伴う人口減少の影響により、町内には空き家が多数点在してお

り、住民が安心して生活を続けていくうえで、生活環境に大きな影響を与えて

います。 

     そのほか、消防・防火・水防体制については、広域常備消防本部として上球

磨消防署が設置されており、自衛消防組織として消防団を組織しています。  

若年人口の減少等により消防団員の確保が年々厳しくなっています。 

(災害に強いまちづくり) 

   近年の豪雨や地震などによる自然災害が多発する中で、町内における道路、

橋りょう、河川、農林水産基盤の脆弱な基盤は改善していく必要があるとと

もに、公共施設や地域のコミュニティの拠点を防災施設として施設整備等を

含めたインフラの防災、減災、国土強靭化の取り組みが急務となっています。 
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（２）その対策 

  (水道事業対策) 

 水道事業の経営に関しては、公営企業が安定的に事業を継続していくための

中長期的な経営の基本計画である「経営戦略」を令和３年度に策定しており、

令和８年度には経営戦略を改訂し、計画的な施設更新と料金改定等による健全

な経営が図られるように取り組みます。 

 水道事業整備では、平成 15 年の合併時の旧５か町村の水源地がそのまま利

用されており老朽化した施設も多く存在しています。また、令和２年 7 月豪雨 

では山間地の水源地が被災し、断水及び水道水の濁りが発生しました。その対

策として、令和元年度に策定した「あさぎり町水道施設再編計画」に基づき、

水源能力の低下がみられる須恵地区に送水ポンプ場を１施設と送水管を整備

し、被災した岡原地区に配水ポンプ場１施設と送水・配水管を整備し、免田地

区の吉井浄水場から送水することで、既設水源地と浄水場を廃止する等の整備

を行いました。 

 引き続き、令和７年度から策定に着手した「あさぎり町（上地区）水道施設

整備計画」に基づき施設整備に取り組みます。 

(下水道事業対策) 

   下水道事業の経営に関しては、公営企業が安定的に事業を継続していくため

の中長期的な経営の基本計画である「経営戦略」を令和３年度に策定、令和７

年度には経営戦略を改訂し、計画的な施設更新と料金改定等による健全な経営

が図られるように取り組みます。 

下水道事業整備の下水道計画区域内においては、平成３０年９月策定の「あ

さぎり町下水道ストックマネジメント基本計画」に基づき、施設の点検・調査、

修繕・改築など施設の長期的な計画を策定し、取り組んでいく必要があります。

下水道計画区域外では、合併浄化槽設置の促進や適切な維持管理の推進を図り、

生活排水処理事業等に関する広報紙やホームページ等の活用により普及啓発

に取り組みます。 

災害時において、上下水道設備が利用できない場合、町民に与える影響は極

めて大きいため、発災に備えて、重要な拠点となる施設（指定避難所など）に

対して、水道の配水管の耐震化、及び下水道の管渠の耐震化やマンホールトイ

レの設置などに取り組みます。 

(ごみ処理対策) 

   ごみの減量化については、ごみ分別やリサイクルの呼びかけ、生ごみ等のた

い肥化及び可燃物として処理する場合の水切りの徹底や、コンポストや生ごみ

処理機を利用したごみの減量化など、定期的に広報紙等による周知や環境出前

講座による町民への啓発と施設の維持管理に取り組みます。 

   有価資源物については、広域行政組合や民間処理事業所と連携し、有効な手

段を講じるよう努めていきます。 

   不法投棄の監視対策として、常態化している公衆トイレ付近の空き地などは

防犯カメラの設置や、山間部や原野など広域的な地域での監視対応については、

環境美化監視員による定期的な巡回により、さらに監視を厳しくしていきます。 
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   いつ発生するかわからない災害廃棄物については、仮置き場を防災計画に示

していますが、災害の状況に応じて対応できるよう備えます。 

 

(公営住宅対策) 

   公営住宅については、若者の定住を促進するため、近年の生活様式の変化に

対応した設計とすることやユニバーサルデザインの考え方などを取り入れ環

境に配慮し、年次計画に基づき計画的に整備します。併せて既存の住宅の適切

な維持、改修を行い、管理コストの縮減を継続的に行います。 

また、道路や公園など周辺の公共施設等との利便性の向上や地元産の木材を

利用するなど居住環境においても持続発展可能な地域経済の活性化にも配慮

します。 

(消防・防災対策) 

   町内に点在する空き家の位置・状態を把握し、危険な空き家については防

犯・防災上の危険物件とし地域住民の安心安全な生活空間となるように対策を

講じます。また、居住可能な空き家についてはＩＪターン者等が定住するため

の家屋としての利活用を図ります。 

   消防については消防団の組織体制の充実のため機能別消防団員の増員を図

るとともに、共同分署の設置を含め広域常備消防本部とも連携しながら総合的

な消防・防火・水防体制の整備・消防力の強化に努めます。そのほか、住民の

防火・水防に対する意識啓発を進めるとともに、消防施設の整備・拡充を図り

ます。 

(災害に強いまちづくり) 

   大規模化する災害等に対応するため、道路、橋りょう、河川、農林水産基盤

等の防災、減災、国土強靭化に向けたインフラの整備を図るとともに、公共施

設をはじめ、地域の防災コミュニティの拠点となる公民館等の災害時における

防災施設としての充実を図ります。 

また、発災後も経済活動を止めないために庁舎の強靭化に取り組みます。 

さらに、県や周辺市町村とも連携した防災、災害対応体制の強化、及び自助、

共助による地域防災力の向上のための体制整備についても取り組みます。 

 

評価指標 

『下水道』 

目標値 

R7(基準 ) R8 R9 R10 R11 R12 

汚水処理人口 

普及率 

% 

92.9 

% 

92.9 

% 

92.9 

% 

92.9 

% 

92.9 

% 

92.9 

下水道水洗化率 

（人口ベース） 

% 

84.8 

% 

84.8 

% 

84.8 

% 

84.8 

% 

84.8 

% 

84.8 
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（３）計画 (令和 8 年度～12 年度) 

持続的発展  

施策区分 

事業名 

(施設名) 

事業内容 実施主体  備考 

5  生 活 環 境

の 整備  

 

 

 

(1)水道施設  

 上水道  

 

 

(2)下水道施設  

 公共下水道  

  

(5)消防施設  

 

 

 

 

 

 

 

 

(6)公営住宅  

 

 

 

 

 

(8)その他  

 

水道施設再編整備事業(送水管・配水

管・配水池・ポンプ場整備) 

重要給水施設管路整備事業（導水管・

送水管・配水管） 

特定環境保全公共下水道事業 

下水道総合地震対策事業 

球磨川上流流域下水道建設負担金 

小型動力ポンプ積載車 6 台 

小型動力ポンプ 9 台 

防火水槽（40ｔ 4 基） 

設計委託料（40ｔ 4 基） 

消火栓設置（30 基）工事負担金 

消防詰所整備（4 棟） 

設計監理委託料（4 棟） 

上球磨消防組合町村負担金事業 

 

柴田団地改修事業 

柳別府団地改修事業 

下道団地改修事業 

竹野団地建替事業 

丸尾団地建替事業 

下道団地建替事業 

ポッポー館及び公共施設等の防災施

設整備 

地域コミュニティ (公民館 )防災施設

整備 

あさぎり町 

 

あさぎり町 

 

あさぎり町 

あさぎり町 

熊本県 

あさぎり町 

あさぎり町 

あさぎり町 

あさぎり町 

あさぎり町 

あさぎり町 

あさぎり町 

あさぎり町

及び 3 町村 

あさぎり町 

あさぎり町 

あさぎり町 

あさぎり町 

あさぎり町 

あさぎり町 

あさぎり町 

 

あさぎり町 

 

 

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

関連する公共施設の維持・管理などについては、公共施設等総合管理計画や各関連計画の

方針に基づき、整合性を図りながら必要な事業を適正に実施していきます。 

【上水道】 

水道については、「あさぎり町水道施設整備実施計画」を令和２年３月に改訂しています。

同計画に基づき、老朽化した免田地区の配水本管の更新に取り組みます。 

また、「あさぎり町（上地区）水道施設整備計画」の策定に令和７年度から着手していま

す。同計画に基づき、上地区の施設整備に取り組みます。 

【下水道】 

下水道については、「あさぎり町下水道ストックマネジメント計画」を平成３０年９月に
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策定しています。同計画に基づく、長期的な改築シナリオを実行していきます。 

【消防施設】 

   消防施設については、「公共施設個別施設計画」に基づき、原則として１部あたり１施設に

集約します。 

【町営住宅】 

   町営住宅については、「あさぎり町営住宅長寿命化計画」を令和 8 年 3 月に改訂し、同計画

に基づき、施設の長寿命化やライフサイクルコストの縮減に取り組みます。 
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７ 子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進 

   

（１）現況と問題点 

   本町の令和 2 年国勢調査による人口は 14,676 人で、平成 27 年と比較して約

5.5%の減少となっていますが、戸数の減少は見られず核家族化が進んでいます。

さらに、人口に占める 65 歳以上の高齢者の割合は 34.5％から 38.4％と増加し、

高齢化も進んでいます。この割合は年々上昇しており、令和 12 年には約 42％

に達するものと予想されています。 

   また、高齢者の増加に伴い家族構成も変化し、一般世帯のうち高齢者のいる

割合は約６割を占めるようになりました。さらに、高齢者独居世帯や高齢者の

みで構成されている世帯は 1,516 世帯と全体の 28.4％にも及んでいます。 

   こうした高齢化の進展により、家庭における介護力の低下・8050 問題・ダ

ブルケアなどが課題となっており、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせ

るよう、地域全体ですべての世代の包括的な支援体制を構築していく取組みが

求められています。 

   少子化の進行はさらに続いており、令和 2 年の国勢調査による 15 歳未満の

子どもの数は 1,936 人と 10 年前と比較して 515 人減少しています。少子化の

原因として、未婚率や結婚年齢の上昇のほか、核家族やひとり親家庭の増加に

伴う仕事と子育ての両立の負担感の増大や、育児・教育コストの負担増加、家

庭や地域の子育て力の低下などがあるものと考えられます。少子化の進行は将

来の生産年齢人口の減少をもたらし、地域経済や地域社会の活力低下を引き起

こすといわれています。 

   このため、保育サービスの充実や子育てと仕事を両立するための雇用環境の

整備などを進め、子ども・家庭の相談に対応する専門性をもった機関・体制を

整備し、地域全体で子育てをサポートするシステムを構築する必要があります。 

   障がい者福祉については、障がい者の高齢化や障がいの重複化などが進み、

そのニーズも多様化しています。障がい者が住み慣れた地域で適切に障がい福

祉サービスを選択し利用できるよう、ニーズの把握と障がい者やその家族の相

談に応じ、必要な情報やサービスを自らの判断で選択して利用できるような体

制整備を進めるとともに、保健・医療・福祉の連携のとれた総合的な生活支援

体制を整えることも求められています。 

   8050 問題やダブルケア問題のように、介護保険・子育て支援・障がい者支

援の単一の制度のみでは解決が困難な複合化した課題が増加しており、対象者

別・機能別に整備された公的支援についても、課題を世帯としてとらえ、包括

的に支援していく必要があります。 
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（２）その対策 

   高齢になってもいつまでも元気でいきがいをもって生活するためには、若い

ころからの規則正しい生活と健康づくりが大切であることから、健康診断や運

動教室などを積極的に実施し、健康や介護予防に対する関心を高めるとともに、

保健福祉機関・医療機関・一般企業等の連携を図り、効果的かつ効率的な健康

管理体制の整備を図ります。 

さらに、本町が取り組んでいる SWC(名称：「スマートウエルネスシティ」=

あさぎり町で暮らすことで健幸になるまちづくり)により、健康寿命の延伸の

取り組みとして町民の運動習慣化に向け、民間企業、町内医療機関、地元の運

動指導士などとの連携を継続しつつ、エビデンスに基づく運動教室の実施やデ

ジタル健幸ポイント等、楽しみながら健康づくりに取り組める環境の整備を図

ります。 

   また、介護サービス等の支援が必要な高齢者又はサービス以外での何らかの

支援が必要な高齢者に対しては、介護保険制度の見直し等の状況を踏まえつつ、

行政、地域包括支援センター、介護保険事業所、関係機関、地域住民等の連携

を図りながら、高齢者の尊厳を支える取組や認知症になっても安心して暮らせ

る体制の構築、生活支援など多様なサービス基盤の活用と質の確保を進め、高

齢者が暮らしてきた地域や家庭でいつまでも自立した生活が送れるよう高齢

者を地域全体で支えていく地域包括ケアシステムの構築に努めます。 

   子育て環境の整備及び児童保健福祉については、子どもたちを家庭や地域で

育むことを基本とし、妊娠・出産・子育て期にわたる切れ目ない支援体制が必

要です。そのため、こども家庭センター（令和 6 年度）を設置し、虐待予防も

含めた妊娠時からの相談支援体制の充実を図ります。 

その中で、行政機関（庁内関係課や関係機関）、母子保健推進員、民生児童

委員などとの関係者等とも連携を図りながら、すべての子どもとその家庭及び

妊産婦の福祉に関し必要な実情の把握に努め、情報の提供を行い、家庭その他

からの相談に応じ、切れ目ない支援を提供し、それぞれのライフステージに応

じた施策の展開、体制づくりやサービスの提供を進めます。 

また、育児不安を解消し、親と子どもの心身の健康づくりを推進するために、

保健サービスの充実など子育てをしやすい生活環境の整備を行うとともに、母

子保健推進委員やボランティア組織等との連携により、いじめや児童虐待等の

早期発見と未然防止に努めます。  

   子育て世代や高齢者の孤立防止のために、子ども食堂や高齢者支援などの民

間ボランティアの育成や連携強化に取り組みます。 

障がい者福祉については、障がいのある人が、住み慣れた地域の中で生活を

継続し、すべての人が相互に人格と個性を尊重しあいながら共生する町の実現

を目指します。障がいのある人の自立と社会参加を実現するために、保健・医

療・福祉・保育・教育・就労の場の連携による総合的なサービスの提供体制の

整備を進めます。障がい児への支援については、障がい児本人の最善の利益を

考慮し、早期からライフステージに沿った切れ目のない支援の提供を目指しま

す。また、農業が基幹産業である本町においては薬草栽培の現場などで障がい
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者等が生き生きと活躍できる農福連携を積極的に推進していきます。スポー

ツ・文化活動への参加促進や仲間づくりの場の確保など障がい者が楽しみや生

きがいをもって暮らすための施策も展開します。 

   また、広報啓発活動や福祉教育を推進し、住民の障がい者に対する理解を深

めるとともに、障がい者の職業能力の開発や雇用促進などを進め、経済的、社

会的自立を支援します。 

   複合化した課題に対してはネットワークを活用した各分野の横断的・包括的

な支援を実施します。 

   地域福祉をさらに向上させるために、地域の住民等が支え合い、一人ひとり

の暮らしと生きがい、地域をともにつくっていくことのできる「地域共生社会」

の実現に向け、ご近所支え合いネットワーク活動・ボランティア活動、くらし・

つながり（包括的）支援体制整備事業の推進、高齢者の会話の場としての地域

食堂支援、道路や公園整備等においては健康づくりのためのサイクリングロー

ド・歩道整備、交流の場としてのあさぎり駅前広場・おかどめ幸福駅周辺の整

備を進め、ウォーカブルシティ・健康づくりの観点と共に交流拠点としての機

能強化にも着目して取り組みます。 

 

評価指標 
目標値 

R7(基準 ) R8 R9 R10 R11 R12 

特定健診受診率 
% 

61 

% 

63 

% 

64 

% 

65 

% 

65 以上 

% 

65 以上 

 

（３）計画 (令和８年度～１２年度) 

持続的発展  

施策区分 

事業名 

(施設名) 

事業内容 実施主体  備考 

6  子 育 て 環

境 の確 保 、

高 齢 者 等

の 保 健 及

び 福 祉 の

向 上 及 び

増 進  

 

 

 

 

 

(1) 児 童 福 祉

施設 

 保育所 

(2) 認 定 こ ど

も園 

(8) 過 疎 地 域

持続的発展特

別事業 

 児童福祉 

  

高齢者・障

害者福祉 

健康づくり 

 

 

保育事業費補助（延長保育、障害児保

育等） 

保育所等施設整備事業費補助 

認定こども園施設整備事業費補助 

 

 

 

 

子ども医療費助成事業 

出生祝い金事業 

重度心身障害者医療費助成事業 

 

SWC(「 ス マ ー ト ウ エ ル ネ ス シ テ ィ 」 )

健幸なまちづくり事業 

 

あさぎり町 

 

あさぎり町 

あさぎり町 

 

 

 

 

あさぎり町 

あさぎり町 

あさぎり町 

 

あさぎり町 
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(9)その他  ヘルシーランド及びふれあい福祉セン

ター管理運営委託 

病児・病後児保育事業 

保健センター改修事業 

ヘルシーランド改修事業 

くらし・つながり（包括的）支援体制

整備事業 

あさぎり町 

 

あさぎり町 

あさぎり町 

あさぎり町 

あさぎり町 

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

関連する公共施設の維持・管理などについては、公共施設等総合管理計画や公共施設個別

施設計画の方針に基づき、整合性を図りながら必要な事業を適正に実施していきます。 

このうち、保健センターは、公共施設個別施設計画に基づき、免田保健センターへの集約

化を推進します。 
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８ 医療の確保 

 

（１）現況と問題点 

   町内には一般病院１か所、一般診療所 6 か所、歯科診療所 5 か所があり、住

民の「かかりつけ医」として身近な医療サービスを提供しています。 

   二次医療を行う機関としては、隣接する多良木町に上・中球磨４町村の一部

事務組合で運営する球磨郡公立多良木病院があり、健診・医療・リハビリ機能

等を備えた総合的な医療・福祉機関として機能拡充されているとともに、上球

磨消防組合の救急輸送体制も整備されています。 

 しかしながら、この医療体制の継続のためには医師の確保が大きな課題とな

っています。 

   また、平均寿命が伸びる中、医療を必要とする住民は増加傾向にあり、健康

寿命の延伸無くしては、将来の医療の確保はさらに困難な状況となります。生

涯を通じて健康的な生活を送るためには、病気の早期発見と住民自らが健康的

な生活習慣を確立することが重要であり、個人のライフステージに応じた多様

な保健・医療サービスの提供に取り組む必要があります。    

 

（２）その対策 

   球磨郡公立多良木病院を４か町村の地域の中心的医療機関として、関係市町

村との連携により医療の拡充を図り、医師の確保に努めるとともに、中核とな

る医療機関を守り育てるために、人吉球磨定住自立圏にある医療機関との医療

連携にも取り組んでいきます。心臓病や脳卒中などの循環器疾患、糖尿病や肝

機能・腎機能障害などの生活習慣病予防対策の一環として特定健診や若年健診、

後期高齢者健診を行うとともに、主な死因の一つでもある悪性新生物（がん）

の早期発見・早期治療による死亡率減少のためがん検診を実施します。 

   また、電話や訪問等によるきめ細かな受診勧奨、広報紙等による健康に関す

る情報提供、受診料金に係る個人負担の軽減等により、受診率の向上を図ると

ともに、要精密検査者に対する保健指導を実施します。 

   そのほか、生活習慣改善による健康づくりを推進するため、集中的に健康に

関するイベントを開催する健康づくり月間の実施や栄養士と食生活改善推進

員との連携による食生活の改善事業を行うとともに、介護予防事業（地域サロ

ンや介護予防サポーター等）や民間事業所等と連携し、住民が運動と休養の大

切さを理解し、バランスのとれた健康づくりを実践するための普及啓発活動を

推進します。
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（３）計画 (令和８年度～１２年度) 

持続的発展  

施策区分 

事業名 

(施設名) 

事業内容 実施主体  備考 

7 医療 の 確 保  

 

 

 

(3)過疎地域持続

的発展特別事業  

 自治体病院  

 

 

球磨郡公立多良木病院企業団町村負担

金事業(病院事業) 

 

 

あさぎり町 

及 び ３ 町

村  
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９ 教育の振興 

   

  

（１）現況と問題点 

  ア 学校教育 

    町内には、小学校 5 校、中学校 1 校があり、令和 7 年度末の児童生徒数は

小学校が約 690 名、中学校が約 410 名で、過疎化・少子化の影響により、減

少傾向にあります。 

小学校では今後、学級数の減少や複式による学級編制が課題となっていま

す。 

社会の多様化・複雑化が加速する次代を生き抜くためには、知識・技能の

習得にとどまらず、未知の状況においても思考・判断・表現できる対応力、

学びを人生や社会に生かすなど「自分の人生を自分で切り拓いて生きていく

力」を育成する必要があります。 

また、様々な学習場面でＩＣＴの活用が進んでいます。このような中、児

童生徒の情報に関する資質や能力、情報モラルなどを育てていくためには、

ＩＣＴを活用した授業を工夫改善していくことが教職員にも求められます。 

学校施設については、その多くが建設後 40 年以上を超える施設でありま

すが、児童生徒が一日の大半を過ごすことから、高い安全性が求められます。

また、体育館などの施設は、地域防災の観点から避難所としての機能も有し

ており、今後、施設の老朽化に伴う改修などにより長寿命化を図っていく必

要があります。 

なお、学校給食センターは平成 18 年に建設されておりますが、建物や設

備の老朽化がみられ、修繕や更新が必要な状況です。子供たちの健やかな成

長のためにも、郷土愛を育む食育を含め、安心安全な給食の提供が重要とな

っています。 

  イ 社会教育 

    核家族化や地縁の希薄化、現代の大量情報等は、子どもの成長に大きな影

響を与え、家庭の教育力が低下しています。 

    また、余暇時間の増大や少子高齢化など著しい社会の変化の中で、人々の

ライフスタイルや価値観も多様化するとともに、「物の豊かさ」に加え「心

の豊かさ」が求められ、町民の生涯学習に対する意欲や関心が高まっていま

す。 

    本町では、生涯学習センターを中心とした社会教育施設を、生涯学習の拠

点として位置づけ整備を進めてきましたが、ほかにも、町民が求める多様な
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学習内容と学習機会を自ら選択できるような環境整備を行うために、読書環

境の充実やインターネット環境の整備による情報提供サービスの拡充が必

要となります。 

    地域の社会教育活動の中心としての役割が期待される公民分館事業への

支援充実や、社会教育団体等による地域住民のコミュニティ活動の活性化を

通じて世代間交流を図ることが求められています。 

    健康づくりに対する関心の高まりや、地域コミュニティ、世代間コミュニ

ティの充実を図るため、生涯を通じたスポーツ、レクリエーションに対する

町民のニーズはますます大きくなっています。本町はこれまで、スポーツ施

設の充実に努めてきましたが、今後もこれらの施設は町民をはじめ、広域的

なスポーツ大会の開催などに広く利用するために、厳しい財政状況を勘案し

た効率的な施設運営が求められています。 

 

（２）その対策 

  ア 学校教育 

    児童生徒の減少が進む中、複式学級が現実となりつつありますが、学校規

模に起因する様々な教育課題を解消し、児童の教育環境の充実を図ります。

また、地域コミュニティの核としての学校の役割を果たしていくための体制

づくりを進めます。保護者や地域住民の意見を学校運営に直接反映させ、学

校・家庭・地域・行政が一体となって、よりよい学校をつくり上げていくこ

とを目指すコミュニティ・スクールを推進し、「地域とともにある学校づく

り」に努めます。 

    児童生徒が基礎的・基本的な知識や技能を習得し、これらを活用して課題

を解決するために必要な「思考力・判断力・表現力」を育むとともに、主体

的に学習に取り組む態度を養う教育を推進するため、「熊本の学び推進プラ

ン」に基づいた各学校の取り組みへの支援や、すべての児童生徒の教育的ニ

ーズに応じた指導など、ユニバーサルデザインに基づく授業づくりに努め、

きめ細やかな支援を行います。 

    ＡＩや教育ビッグデータなどの先端技術を活用した個別最適化された学

びや、ＩＣＴを活用した協働的な学びの充実を図り、児童生徒を誰一人取り

残すことなく、その力を最大限に引き出していきます。そのためにも、情報

機器やソフトウェア類などを計画的に更新・導入し、効果的に活用していき

ます。 

    学校施設については、安全で快適な学習環境の整備だけでなく、地域社会

に開かれた施設と防災拠点施設としての機能を強化するために、老朽化した

施設の長寿命化、改修等及び地域の実情・将来に渡った学校規模等の適正な

設置検討などを進めます。 

     学校給食センターにおいては、その機能の向上を図り、地産地消の推進と

食の安全を基本に食育の推進に取り組みます。 

  イ 社会教育 

    地域における家庭教育支援を行う人材を養成し、保護者が親として学ぶ機
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会を提供するとともに保護者同士のつながりを推進します。 

一人一人が個性豊かな自己実現を図れるよう社会教育施設の有効活用と

生涯学習推進体制の確立を図り、総合的な生涯学習の環境づくりに努めます。

このため、住民のニーズに対応した多様な学習機会を提供するための生涯学

習基盤を整備するとともに、行政、関係団体等が一体となって住民自らが進

んで学習機会を企画立案するような機運醸成を図ります。 

    また、地域の生涯学習の拠点として、公民分館等の施設整備を支援すると

同時に、行政区の認可地縁団体登録を推進し、公民分館等の譲渡を進めます。

「スポーツで明るく健康的なまちづくり」の基本理念実現を目指し、スポー

ツ・レクリエーションへの関心の高まりに対応するため、町民の生涯スポー

ツの推進と、競技、健康・体力づくりを目的としたスポーツイベントの開催

などによる交流人口の拡大を促進します。 

    スポーツ施設の環境整備については、全体的に施設の老朽化が進んでいる

ことから、各施設の整理統合も含めた改修計画を策定し、効率的な施設の管

理運営に努めます。 

 

評価指標 
目標値 

R7(基準 ) R8 R9 R10 R11 R12 

スポーツ施設 

学校施設利用者数 

人 

36,000 

人  

36,100 

人  

36,200 

人  

36,300 

人  

36,400 

人  

36,500 

社会体育施設利用

者数 

人 

144,000 

人  

144,400 

人  

144,800 

人  

145,200 

人  

145,600 

人  

146,000 

 

（３）計画 (令和８年度～１２年度) 

持続的発展  

施策区分 

事業名 

(施設名) 

事業内容 実施主体  備考 

8 教 育 の 振

興  

 

 

 

(1)学校教育関連  

 校舎  

  

 スクールバス  

 給食施設  

 その他  

 

(3)集 会 施 設 、 体

育施設  

 公民館  

  

 

 

 

 

小学校施設改修等 

中学校施設改修等 

スクールバス購入・更新 

給食設備改修・更新 

学校情報基盤整備・更新等 

旧皆越分校解体 

 

 

公民分館施設整備（新築含む） 

 

せきれい館改修 

生涯学習センター改修 

須恵文化ホール改修 

 

あさぎり町 

あさぎり町 

あさぎり町 

あさぎり町 

あさぎり町 

あさぎり町 

 

 

あさぎり町・

認 可 地 縁 団 体  

あさぎり町 

あさぎり町 

あさぎり町 
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集会施設  

体育施設  

 

上校区公民館解体 

深田高山総合運動公園改修 

免田地区体育施設改修 

森園カントリーパーク改修 

B＆G 海洋センター改修 

上総合運動公園改修 

あさぎり町 

あさぎり町 

あさぎり町 

あさぎり町 

あさぎり町 

あさぎり町 

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

   関連する公共施設の維持・管理などについては、公共施設等総合管理計画や

公共施設個別施設計画の方針に基づき、整合性を図りながら必要な事業を適正

に実施していきます。 

【学校施設】 

   学校施設については、公共施設個別施設計画に基づき、長寿命化改修・大規

模改修を実施していきます。 

【文化施設】 

 文化施設については、公共施設個別施設計画に基づき、大規模改修を終えた

須恵文化ホールとせきれい館については引き続き予防保全に取り組みます。 

【スポーツ施設】 

   スポーツ施設については、公共施設個別施設計画に基づき、類似施設の解

体・売却・譲渡等を検討していきます。 
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10 集落の整備 

 

（１）現況と問題点 

本町では、53 区の行政区を設けていますが、近年の少子高齢化や人口流出

に伴い、地域のコミュニティの核となる行政区の中で、特に山間部に近い周辺

部の集落においては、高齢化の進展や農林業の衰退により、空き家が増えるな

ど集落機能の低下も著しく、生活機能の確保が厳しい状況となっております。 

   また、近年、多発している大規模災害等の影響により、高齢化した集落が孤

立するなど、集落で暮らす人たちが災害から身を守るために安全な避難所への

誘導や支援する体制整備が求められています。 

 

（２）その対策 

人口減少や高齢化が加速している集落においては、災害時における安全な避

難所の整備をはじめ、買い物支援等の生活サービスや生活交通の維持・確保、

さらに地域コミュニティ活動の拠点となる施設の充実を図ります。人材不足を

補うため地域外との関係人口を増やすために地域おこし協力隊等との新たな

交流活動により空き家等を活用した定住人口の増加となる取り組みを進めま

す。 

   また、県からの集落支援に関するサポートを受けながら集落に住んでいるご

近所支えあいネットワークの共助による地域づくり活動に取り組むとともに、

集落の広域連携による集落機能の維持・確保のため各関係機関と連携調整を図

ります。 

 

（３）公共施設等総合管理計画等との整合 

関連する公共施設の維持・管理などについては、公共施設等総合管理計画や各関連計画の

方針に基づき、整合性を図りながら必要な事業を適正に実施していきます。 
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11 地域文化の振興等 

   

（１）現況と問題点 

   ５０余りの多種多様な文化講座が文化協会を組織して、ステージ発表、作品

展示、研究・観察などを自ら企画・活動しており、全体の発表の場として年１

回の芸術祭を開催しています。また、各地区でも、それぞれ特色ある活動が行

われています。 

 また、町内には古くから伝わる芸能やまつりなどの伝統文化が数多く残り、

地域の人々が継承活動に携わって、地域づくりと人間形成の場となっています

が、過疎化の進行に伴い、活動を停止せざるを得ない状況も見受けられ、その

継承策を検討する必要があります。 

   一方、勝福寺関連遺跡、須恵阿蘇釈迦堂など文化財が数多く残されており、

町の貴重な財産となっていますが、所有者（団体）の高齢化等により維持管理

が困難となっていることから、適切な管理が行われないまま老朽化が進行して

いる文化財や、災害等の影響による破損により修繕が行えない文化財が増加傾

向にあります。 このため、町内における文化財の実態を把握するための総合

的な調査等が必要となっています。         

 

（２）その対策 

  文化活動の拠点となる須恵文化ホール等の施設整備にあわせて、住民の利便

性の向上を図るとともに、文化活動の発表の場の提供や優れた芸術文化の鑑賞

機会の充実など文化の振興に取り組みます。 

 また、地域学校協働活動や体験教室を通じて地域の人材を活用した伝統文化

の担い手を育成するなど、地域と学校の垣根を越えた継承活動を実施しながら

その継承を図ります。 

 そのほか、町内に位置する未指定文化財を含めた文化財の総合的・一体的な

保存・活用の推進のために、文化財の保存や活用に関する計画を作成する必要

があります。その前段階として未指定文化財を含めた文化財の総合調査を行い

ます。 

 

評価指標 
目標値 

R7(基準 ) R8 R9 R10 R11 R12 

文化協会登録人数 
人 

110 

人  

110 

人  

110 

人  

110 

人  

110 

人  

110 
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（３）計画 (令和８年度～１２年度) 

持続的発展  

施策区分 

事業名 

(施設名) 

事業内容 実施主体  備考 

10 地 域 文 化

の 振興 等  

 

 

 

(1)地域文化振興

施設等  

 地 域 文 化 振 興

施設  

(2)過疎地域持続

的発展特別事業  

 地域文化振興  

 

 

須恵文化ホール整備事業 

 

 

 

須恵文化ホール自主文化事業・改修工

事記念事業 

 

 

あさぎり町 

 

 

 

あさぎり町 

 

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

    関連する公共施設の維持・管理などについては、公共施設等総合管理計画や公共施設個別

施設計画の方針に基づき、整合性を図りながら必要な事業を適正に実施していきます。 
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12 再生可能エネルギーの利用の推進 

 

（１）現況と問題点 

町内の再生可能エネルギーは依然として太陽光が中心で、公共施設等への導

入を順次進めていますが、民間事業者によるメガソーラーや住宅用屋根置きソ

ーラーパネルでの発電が主となっています。令和 6 年度以降は FIT（電力固定

価格買取制度）/FIP（電力市場価格連動型支援制度）における住民説明の義務

化等により合意形成や環境配慮の要請が強まり、九州全域で課題となる出力抑

制への対応として自家消費・オンサイト PPA（電力購入契約）や蓄電池の導入

が重要性を増しています。世界的には太陽光が拡大する一方、大規模開発の災

害・景観リスクに加え、系統制約・調整力確保・廃パネル対策が中長期課題と

なっています。 

 

（２）その対策 

町の豊かな再生可能エネルギーポテンシャルを経済的自立につなげ、国・県

が目指す 2050 年カーボンゼロに寄与するために、再生可能エネルギーの取組

促進や、地域共生型の再生可能エネルギー開発の導入が求められています。そ

のため、産学官等による連携した組織の中で、再生可能エネルギーの専門的知

識を有する人材等の活用により、本町の地域資源等を活用したバイオマス、小

水力、陸上風力、営農型太陽光発電等の導入促進の取組を行います。 

   また、地域の再生可能エネルギーの地産地消の実現に向けて、地域における

太陽光発電等の施設整備の導入促進を図ります。 

   再生可能エネルギーの開発においては、開発地周辺の環境保護に努めるとと

もに災害防止にも配慮して取組むものとします。 

 

（３）計画 (令和８年度～１２年度) 

持続的発展  

施策区分 

事業名 

(施設名) 

事業内容 実施主体  備考 

11 再 生 可

能 エ ネ ル

ギ ー の 利

用の推進 

 

(1) 再 生 可 能 エ

ネ ル ギ ー 利 用

施設  

(3)その他  

小水力、陸上風力、営農型太陽光発電

施設 

 

再生可能エネルギー専門人材派遣制度 

 

あさぎり町 

 

 

あさぎり町 

 

 

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

関連する公共施設の維持・管理などについては、公共施設等総合管理計画や

公共施設個別施設計画の方針に基づき、整合性を図りながら必要な事業を適正

に実施していきます。
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13 その他地域の持続的発展に関し必要な事項 

 

（１）現況と問題点 

  ア 美しいまちなみづくり 

    白髪岳、黒原山、高山などの展望所からは美しい農村の風景や球磨川の清

らかな流れが一望でき、四季折々の自然を楽しむことができます。このよう

な豊かな自然を貴重な財産として次の世代へ引き継いでいく取組みや、住民

や町を訪れた人々が花や緑を楽しめるような美しいまちなみを創ることも

必要となっています。 

  イ まちづくりに対する住民参加システムの構築 

    まちづくりには行政と地域住民が一体となった取組が必要となっており、

まちづくりに対する住民参画の機運の醸成が欠かせないものとなっていま

す。そのため、町のホームページや SNS をはじめ、さまざまな情報を発信し、

多くの住民の意見を行政に反映させていくシステムの構築が必要となって

います。 

 

（２）その対策 

  ア 美しいまちなみづくり 

    公共施設や社会基盤等の整備に当たっては、周辺の生態系や景観などの自

然環境に配慮するとともに、広告物等の設置についても適切な指導等を行い

ながら住民の景観形成に関する意識の向上を図ります。 

    また、各種団体等が行う草花の植栽運動の支援や公園整備などにより誰も

が自然に親しめるような空間づくりに努めます。 

  イ まちづくりに対する住民参画システムの構築 

    町民の要望や意見を的確に把握し、できるだけ多くの施策に反映できるよ

うまちづくりへの住民参画の仕組みづくりを進めるとともに、広報・公聴活

動の充実を図ります。また、個人情報の保護に配慮しながら、情報公開を推

進します。 

  

（３）公共施設等総合管理計画等との整合 

関連する公共施設の維持・管理などについては、公共施設等総合管理計画や公共施設個別

施設計画の方針に基づき、整合性を図りながら必要な事業を適正に実施していきます。
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（参考資料） 

事業計画 (令和８年度～１２年度) 過疎地域持続的発展特別事業  

持続的発展  

施策区分 

事業名 

(施設名) 

事業内容 実施主体  備考 

2 産業 の 振 興  

 

(10)過 疎 地 域

持 続 的 発 展 特

別事業  

鳥獣被害防止総合対策事業 

 

あさぎり町 

 

鳥 獣 被 害 に よ る

農 作 物 へ の 被 害

の 軽 減 は 、農 業 経

営 を 守 り 、農 業 振

興 に 資 す る と と

も に 、地 域 の 持 続

的 発 展 に 資 す る

取 組 で あ り 、そ の

効 果 は 将 来 に 及

ぶ 。  

個人用住宅新増築及びリフォー

ム助成事業 

あさぎり町 

 

新 た な 定 住 に つ

な が る 住 宅 政 策

は 、地 域 の 持 続 的

発 展 に 資 す る 取

組 で あ り 、そ の 効

果 は 将 来 に 及 ぶ 。 

おまけ付き商品券発行事業費補

助 

 

 

 

 

あさぎり町 

 

地 域 商 店 で の 新

規 顧 客 の 獲 得 に

よ り 、 SNS を 活 用

し た 販 促 に つ な

げ ､地 域 経 済 循 環

等 の 取 組 で 商 工

業 を 活 性 化 し ､事

業 の 承 継 や 若 者

の 雇 用 を 増 加 さ

せ る こ と は 、地 域

の 持 続 的 発 展 に

資 す る 取 組 で あ

り 、そ の 効 果 は 将

来 に 及 ぶ 。  

商工会イベント事業費補助 

 

 

あさぎり町 

 

く ま 川 鉄 道 復 旧

中 で あ る が く ま

川 鉄 道 と 連 携 し 、

観 光 客 を 含 め た

利 用 客 の ア ッ プ
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を 図 る た め に 駅

前 の ｲﾍ ﾞ ﾝ ﾄ開 催 に

よ り 地 域 に お け

る 消 費 者 と の 交

流 や 、 SNS に よ る

情 報 発 信 な ど 地

域 の 活 力 を 生 み

出 す 契 機 と な り 、

地 域 の 持 続 発 展

に 資 す る 取 組 で

あ り 、そ の 効 果 は

将 来 に 及 ぶ 。  

販路開拓強化事業 あさぎり町 農 林 水 産 物 等 の

収 益 率 を 上 げ 、所

得 向 上 に つ な げ

る こ と は 、地 域 の

持 続 的 発 展 に 資

す る 取 組 で あ り 、

そ の 効 果 は 将 来

に 及 ぶ 。  

食と農のイベント開催 

 

 

 

 

 

あさぎり町 

 

生 産 農 家 や 地 元

商 工 業 者 、消 費 者

と の 交 流 を 目 的

に 食 を テ ー マ と

し た イ ベ ン ト を

開 催 し 、地 元 産 品

の 磨 き 上 げ 等 に

よ る ブ ラ ン ド 化

や 、６ 次 産 業 化 に

よ る 雇 用 創 出 を

図 る こ と は 地 域

の 持 続 発 展 に 資

す る 取 組 で あ り 、

そ の 効 果 は 将 来

に 及 ぶ 。  

3 地 域 に お け

る 情報 化  

(2) 過 疎 地 域

持 続 的 発 展 特

別事業  

パソコン・スマホ教室 あさぎり町 

 

デ ジ タ ル 化 社 会

が 進 む 中 で 、デ ジ

タ ル デ バ イ ド を

解 消 す る こ と は 、

地 域 の 持 続 的 発
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展 に 資 す る 取 組

で あ り 、そ の 効 果

は 将 来 に 及 ぶ 。  

4 交 通 施 設 の

整 備 、 交 通 手

段 の確 保  

(9) 過 疎 地 域

持 続 的 発 展 特

別事業  

くま川鉄道経営安定化補助金 

 

あさぎり町 

 

町 内 を 走 る 鉄 道

は 、高 校 生 を は じ

め 、地 域 住 民 に と

っ て 重 要 な 交 通

手 段 で あ り 、鉄 道

を 維 持 し て い く

こ と は 、地 域 の 持

続 的 発 展 に 資 す

る 取 組 で あ り 、そ

の 効 果 は 将 来 に

及 ぶ 。  

（一社）くま川鉄道管理機構負

担金 

 

あさぎり町 

 

町 内 を 走 る 鉄 道

は 、高 校 生 を は じ

め 、地 域 住 民 に と

っ て 重 要 な 交 通

手 段 で あ り 、鉄 道

を 維 持 し て い く

こ と は 、地 域 の 持

続 的 発 展 に 資 す

る 取 組 で あ り 、そ

の 効 果 は 将 来 に

及 ぶ 。  

あさぎり町デマンド交通運行事業 

 

あさぎり町 

 

高 齢 者 等 の 免 許

証 の 自 主 返 納 等

に よ り 、地 域 住 民

の 生 活 に お い て

必 須 と な る 交 通

手 段 を 確 保 す る

こ と は 、地 域 の 持

続 的 発 展 に 資 す

る 取 組 で あ り 、そ

の 効 果 は 将 来 に

及 ぶ 。  

地方バス運行等特別対策補助事業  あさぎり町 高 齢 者 等 の 免 許

証 の 自 主 返 納 等

に よ り 、地 域 住 民

の 生 活 に お い て
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必 須 と な る 交 通

手 段 を 確 保 す る

こ と は 、地 域 の 持

続 的 発 展 に 資 す

る 取 組 で あ り 、そ

の 効 果 は 将 来 に

及 ぶ 。  

6 子 育 て 環 境

の 確 保 、 高 齢

者 等 の 保 健 及

び 福 祉 の 向 上

及 び増 進  

(8) 過 疎 地 域

持 続 的 発 展 特

別事業  

 

子ども医療費助成事業 

 

あさぎり町 

 

子 育 て 支 援 を 充

実 し 、安 心 し て 子

ど も を 産 み 育 て

る こ と が で き る

環 境 を 整 え る こ

と は 、す べ て の 子

ど も た ち が 将 来

に 希 望 を 持 っ て

成 長 す る こ と に

つ な が る と と も

に 、地 域 の 持 続 的

発 展 に 資 す る 取

組 で あ る こ と か

ら 、そ の 効 果 は 将

来 に 及 ぶ 。  

出生祝い金事業 

 

あさぎり町 

 

子 育 て 支 援 を 充

実 し 、安 心 し て 子

ど も を 産 み 育 て

る こ と が で き る

環 境 を 整 え る こ

と は 、す べ て の 子

ど も た ち が 将 来

に 希 望 を 持 っ て

成 長 す る こ と に

つ な が る と と も

に 、地 域 の 持 続 的

発 展 に 資 す る 取

組 で あ る こ と か

ら 、そ の 効 果 は 将

来 に 及 ぶ 。  

重度心身障害者医療費助成事業 

 

あさぎり町 

 

障 が い 者 の 福 祉

の 向 上 を 図 る こ

と は 、誰 も が 相 互
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に 人 格 を 尊 重 し

合 う 、共 生 社 会 の

実 現 を 図 る も の

で あ る と と も に 、

地 域 の 持 続 的 発

展 に 資 す る 取 組

で あ る こ と か ら 、

そ の 効 果 は 将 来

に 及 ぶ 。  

SWC(「スマートウエルネスシテ

ィ」)健幸なまちづくり事業 

あさぎり町 町 民 の 一 人 ひ と

り が 健 康 で 生 き

が い を 持 ち 、安 全

安 心 か つ 心 豊 か

な 生 活 を 営 む こ

と が で き る 「 健

幸 」づ く り は 、地

域 の 持 続 的 発 展

に 資 す る 取 組 で

あ り 、そ の 効 果 は

将 来 に 及 ぶ 。  

7 医療 の 確 保  (3) 過 疎 地 域

持 続 的 発 展 特

別事業  

球磨郡公立多良木病院企業団町

村負担金事業(病院事業) 

 

あさぎり町 

及 び ３ 町

村  

地 域 の 中 心 的 な

医 療 機 関 と し て 、

地 域 住 民 が 安 全

安 心 で 診 察 が で

き る「 か か り つ け

医 」を 維 持・確 保

す る こ と は 、地 域

の 持 続 的 発 展 に

資 す る 取 組 で あ

り 、そ の 効 果 は 将

来 に 及 ぶ 。  

10 地域 文 化 の

振 興等  

(2) 過 疎 地 域

持 続 的 発 展 特

別事業  

須恵文化ホール自主文化事業・

改修工事記念事業 

あさぎり町 

 

文 化 芸 術 活 動 は 、

心 豊 か な 町 民 の

育 成 や 、活 力 を 生

み 出 す と と も に 、

地 域 の 持 続 的 発

展 に 資 す る 取 組

で あ り 、そ の 効 果

は 将 来 に 及 ぶ 。  

 

 


